
第１編
総 論



002 第１編　総　論

■富山県では2007（平成19）年４月に「元気とや
ま創造計画」を県政運営の指針として策定し、以
来、着実に県政を進めてきました。
■しかしながら、当該計画の検討をしていた
2005（平成17）年、2006（平成18）年頃から６
～７年が経過し、その間、様々な状況の変化があ
りました。
■世界では、経済・金融危機が発生したほか、中
国などの新興国のめざましい発展、世界経済にお
ける日本の国際的地位の低下などが顕著となって
います。
■国内においても、経済危機以降、持ち直しつつ
あるものの依然として厳しい経済・雇用環境が続
いているほか、公共事業の大幅削減をはじめとす
る中央政府の政策の大きな転換、人口減少・少子
高齢化の一層の進展や深刻化する国・地方の財政、
東日本大震災の発生など、社会経済情勢は大きく
変化しています。
■富山県においては、2014（平成26）年度末ま
での北陸新幹線の開業が間近に迫り、観光振興、
交流人口の拡大や魅力あるまちづくりなど、開業

を見据えた県づくりの取組みを、県民に対してよ
り具体的に提示していくことが求められていま
す。さらに、伏木富山港を拠点とする環日本海・
アジア地域との経済交流の拡大や、医薬品産業の
大躍進、航空機や次世代自動車等の新たな成長産
業への挑戦など、本県産業が一層の発展を遂げる
ための新しい動きもみられるところです。
■一方、変化が著しい時代のなかで、将来の生活
への不透明感、不安感を感じている県民も少なく
なく、あらためて本県の直面する課題を整理し、
本県がどのような方針を持って、どのような方向
を目指していくのか、道筋を示していくことも求
められています。
■こうした状況変化や県政の重要課題に的確に対
応するとともに、本県の進むべき道筋を明確にし、
男性も女性も、また高齢者、若者、障害のある人、
ない人、誰もが将来への夢と希望を持っていきい
きと働き、安心して暮らせる富山県を実現するた
め、県政運営の新たな中長期ビジョンとしてこの
計画を策定するものです。

■この計画は、県づくりの目指すべき姿を描き、
県で取り組む政策の方向性や具体的な目標を示す
ものであり、これからの県政運営の指針として、
毎年度の予算編成や事業の立案などの基本となる
ものです。
■この計画は、以下のような性格を持っています。

1. 県民と県が目標を共有する計画

■県づくりの主役は一人ひとりの県民であり、県
はそれを支援する役割を果たしていきます。
■将来に向けた県づくりは、県のみならず、県民
の皆さん、企業、団体、市町村といった、社会の
あらゆる構成員の知恵とエネルギーを結集し、み
んなで力を合わせ、連携・協力して行っていく共

同作業です。このため、この計画では、概ね10
年後を見据えた富山県の目指すべき将来像を描
き、その実現を図るための目標を県民と県で共有
し、これからの県の発展に必要な先見性のある取
組みを進めていきます。

2. 県民の視点に立った成果重視・
幸福度重視の計画

■県民一人ひとりが輝いて生きられる元気な富山
県を実現するためには、県民の視点に立ち、本県
の発展に不可欠である重要な政策や、県民の幸せ
の充実を図るための政策を戦略的に展開していく
必要があります。
■この計画では、「施策・事業の実施によって県

計画策定にあたって第1章
1 計画策定の趣旨

2 計画の性格、特色
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2. 目標年次

2012（平成24）年度を起点とし、目標年次は2021（平成33）年度とします。

1. 構　　成

　この計画は、以下のとおり、総論、基本計画、とやま夢構想の３編から構成されています。

民生活にどのような成果がもたらされるか」「それ
により県民の幸福度がどう高まるか」といった点
を重視します。その際、現在を生きる私たちのみ
ならず、将来の世代も含めた県民の幸福度を高め
る視点も大切にしていきます。このため、政策効
果が県民生活に波及し、県民にとって最大限の成
果がもたらされるよう、また、それによって県民
誰もが真の幸せを実感できるよう、実効性ある取
組みを進めていきます。また、目標に向けた取組
み過程を県民に対してできるだけ見えるようにす
るとともに、政策評価システム等により事業内容
の不断の改善を図っていきます。さらに、計画の
推進にあたっては、政策の効果が最大限に発揮さ
れるよう、関係市町村との連携や県域を越えた広
域的な連携も積極的に進めていきます。

3. 富山県の強みを磨き活かす計画

■富山県には、勤勉で進取の気性に富む県民性、
先人がつくりあげた産業基盤、豊かで美しい自然
やそこで育まれた豊富で良質な水と新鮮でおいし
い食材など、国内外に誇れる優れた基盤、魅力が
あります。また、環日本海地域の拠点となり得る
地理的優位性、充実した陸・海・空の交通・物流
基盤やネットワークなど、本格的な環日本海・ア
ジアの時代に雄飛する大きなポテンシャルを有し
ています。
■これからの県づくりにあたっては、こうした本
県の優れた基盤、魅力や、強み、優位性をあらた
めて見つめ直したうえで、それらをさらに磨き、
十分に活かしながら、富山ならではの将来像を描
き、政策を進めていきます。

Ⅰ
総　　論

■時代潮流、富山県における状況変化、現状と課題等を踏まえ、県づくりにあ
たって重要となる３つの視点と、目指すべき姿（基本理念〈目標〉等）を提示。
■また、目指すべき姿を達成するための60の基本政策と、それを支える重要
政策を設定するとともに、幸福度の観点も踏まえつつ、政策にメリハリを持
たせて計画を推進するため、特に重点的に取り組む５つの重点戦略を設定。
■県政運営の基本姿勢や計画推進にあたっての考え方を記載。

Ⅲ
とやま夢構想

■計画期間よりもさらに長期的展望に立ち、将来的に技術革新や具体化に向け
た条件整備等が行われれば実現できるものなど、将来の富山県の飛躍につな
がる夢のある構想を提示。

Ⅱ
基本計画

■各重点戦略について、ねらい、展開方向、体系や主な取組み等を提示。
■個別の政策（基本政策）ごとに政策目標、現状と課題、政策目標を達成する
ための取組みの基本方向や主な施策を提示。

■また、政策目標を具体的にイメージするための参考指標を設定。設定にあたっ
ては、計画期間の最終年次（2021〈平成33〉年度）及び中間年次（2016〈平
成28〉年度）での数値等を提示。
■さらに、各政策（基本政策）を支える重要政策として「人づくり」を提示し、
それぞれの世代ごとにテーマ、取組みを記載。
■各政策（基本政策）について、各々の地域の特色や魅力を十分に発揮させな
がら、県全体としてバランスよく推進していく観点から、「地域別の特性と
取組み」を提示。

3 計画の構成と目標年次
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1. グローバル社会の中の日本

新興国の著しい成長と日本の地位の低下
■情報通信技術の発展、交通・輸送手段の発達
により、人、モノ、情報、資金等が国境を越えて
活発に行き交うグローバル化が進展しています。
2008（平成20）年秋にアメリカで発生した金融・
経済危機は、グローバル化する経済社会の中で、
世界各国に波及し、深刻な影響を与えました。日
本経済も、2008年度、2009（平成21）年度の実
質GDP（国内総生産）成長率がマイナスになるな
ど大きな打撃を受け、2010（平成22）年度以降は、
持ち直しつつあるものの、依然として厳しい状況
が続いています。
■一方で、中国、インドなどの新興国は著しい
成長を続けており、市場の拡大は、内需や先進国
から新興国にシフトしつつあります。特に中国に
ついては、2010年も実質成長率は２ケタを超え、

名目ＧＤＰは日本を抜いて世界第２位となってい
ます。
■こうしたなか、近年の我が国経済は、世界の中
での相対的地位が低下し、その結果、国としての
競争力も急激に低下しています。特に、日本企業
の技術やサービスは、いわゆる「ガラパゴス現象」
（※１）という言葉に象徴されるように、世界標準
からかけ離れた方向で発達している面も見受けら
れます。グローバル競争はこれからますます激化
していくものと見込まれますが、今後、日本は国
際社会の中で新興国のエネルギーをどのように取
り込み、どう勝ち抜いていくのか、また、何で稼いで、
どう食べていくのか、確固たる方針をもって世界
に立ち向かわなければなりません。国においては、
「新成長戦略」（2010年６月）を定め、７つの成長
分野に関する戦略に取り組んでいますが、日本経
済の閉そく感を打ち破るための効果的な経済成長
政策がさらに積極的に展開される必要があります。

時代の潮流と
富山県における状況変化

第2章

1 時代潮流

（※１）ガラパゴス現象 　携帯電話のように技術やサービスが高度
化、多機能化し、日本市場において独自の進化を遂げて
いるにもかかわらず、世界標準からかけ離れた方向で発
達している現象。
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■各国の名目GDPの推移

資料：IMF World Economic Outlook Databese（April 2011）
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3,021
4,513
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■１人当たりGDPの世界ランキング推移

資料：IMF World Economic Outlook Databese 2011

2010年

16位

2000年

３位

■世界GDPに占めるシェアの推移

資料：IMF World Economic Outlook Databese 2011

2010年

8.7％

1990年

13.8％

■IMD国際競争力順位の変遷

資料：World Competitiveness Yearbook
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世界的な環境・エネルギー問題、食料問題の深刻化
■新興国の著しい成長・発展や急速に進む世界人
口の増加を背景として、環境、エネルギー、食料
などの面で、深刻な問題が生じることが懸念され
ます。
■世界では、平均気温がここ100年で約0.68℃
上昇するなど、地球温暖化、気候変動が進んでお
り、地球温暖化の原因となる二酸化炭素等の温室
効果ガスの大気中濃度や排出量は、今後も増え続
けることが見込まれます。
■これに対し、京都議定書（2005〈平成17〉年２
月発効）により、先進国の温室効果ガス排出量の
目標設定（日本は2012〈平成24〉年までに対基準
年（1990〈平成２〉年）比で６％の削減）がなされ
ており、各国において温室効果ガス削減に向けた
取組みが進められています。2011（平成23）年
11月から12月にかけて開催されたＣＯＰ17（気
候変動枠組条約第17回締約国会議）では、すべて
の国に適用される将来の法的枠組みの構築に向け
た道筋などについて合意がなされたところです
が、日本においても、東日本大震災後のエネルギー
構造等やＣＯＰ17の議論なども踏まえた、中長
期的な地球温暖化対策についての検討が進められ

ています。
■また、我が国を含め、世界のエネルギー消費量
は増加を続けています。石油、石炭、天然ガスな
どの化石燃料の埋蔵量には限りがあり、今後、こ
れらの安定供給とともに、再生可能エネルギーを
はじめとする代替エネルギーの確保や環境に配慮
したエネルギー利用等が課題となっています。
■特に、我が国では、東日本大震災における原子
力災害を契機として、エネルギーのベストミック
ス（最適な組み合わせ）に関する議論が高まってお
り、今後の需給見通しなどを踏まえ、将来を見据
えた総合的なエネルギー政策がしっかりと示され
ることが必要です。
■さらに、世界の食料需給については、食料・農
産物需要の増大、地球規模の温暖化、気候変動の
生産への影響など、様々な不安要因が存在してい
ます。
■一方で、日本の食料自給率（カロリーベース）は、
1965（昭和40）年度に73％だったものが、2010
（平成22）年度では39％まで低下しており、先進
国の中でも最低水準となっています。中長期的な
食料確保に不安を抱えるなか、食料自給率の向上
を目指すことが大きな課題となっています。
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■世界人口の推移

資料：国際連合人口部（2010推計人口）
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2. 少子高齢化・人口減少時代における
日本

人口減少、少子高齢化の進展
■我が国の人口は、近年、横ばいで推移してい
ますが、出生数や死亡数などの人口動態から見る
と、いよいよ本格的な人口減少社会を迎えつつあ
ります。生産年齢人口（15～ 64歳）は減少を続け
ている一方で、65歳以上の人口は年々増え続け、
2010（平成22）年の老年人口割合は23.0％となっ
ています。今後、さらに、世界にも例をみないス
ピードで人口減少と高齢化が進み、およそ20年
後から25年後の間には、３人に１人が高齢者と
なる時代が到来すると見込まれています。
■一方、合計特殊出生率（一人の女性が一生の間

に産む子供の数を示す）は、2005（平成17）年に
過去最低の1.26を記録し、その後若干持ち直して
いるものの、2010年は1.39と低い水準となって
います。また、実際に生まれてくる子どもの数（出
生数）については、2005年に戦後最低の出生数と
なった後、増加と減少を繰り返しており、2010
年は107.1万人で、依然として少ない状況となっ
ています。
■人口減少、少子高齢化の進展については、労働
力の減少や消費需要の減少などにより、経済の活
力の減退が懸念されるほか、社会保障給付の増加
や制度を支える若い世代の負担増が顕在化してき
ており、税制や社会保障制度の抜本的見直しが喫
緊の課題となっています。
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■人口の推移（年齢階層別）
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資料：国勢調査（総務省）（2000、2005、2010年）　「日本の将来推計人口」国立社会保障・人口問題研究所（2020年～）
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■日本と諸外国の食料自給率（カロリーベース）の推移

資料：農林水産省試算
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価値観の多様化、地域コミュニティの弱体化
■少子高齢化をはじめ、社会経済情勢が大きく変
化するなかで、人々のライフスタイルや価値観も
変化しています。
■家族形態は三世代の同居が減り、世帯当たりの
人員数は減少してきています。特に近年では、高
齢者のみの世帯が急速に増加しています。
■若者については、男女ともに未婚率が上昇して
いるほか、平均初婚年齢も男性は30.5歳、女性が
28.8歳となるなど晩婚化も進んでいます。
■また、若年無業者（いわゆるニート）やフリー
ターの問題も依然として大きな課題となってお

り、低迷を続ける我が国経済や格差拡大なども背
景となり、将来に不安を持ち、希望の持てない若
者が増えています。
■ライフスタイルや価値観の多様化等に伴い、地
域の人間関係の希薄化、コミュニティ機能の弱体
化が進んでおり、いわゆる「無縁社会」（※２）や「孤
族」（※３）と言われるように、社会から孤立する
人が増加しています。
■一方で、行政と住民、ＮＰＯ等の地域組織、企
業等が協働して公共の担い手となり、支え合いと
活気のある社会を作る「新しい公共」の動きも活発
化しています。

（※２）無縁社会 　家族、地域、会社などにおける人と人との関
係が希薄となり、孤立する人が増えている社会を表した
もの。

（※３）孤族 　現代社会において、世間との接触や身内とのつな
がりを持たず、ただ一人で暮らす人を表したもの。

合計特殊出生率出生数

■出生数と合計特殊出生率の推移

2.13

193

1.91

190
1.75

158

1.76

143

1.54

122

1.42

119

1.36

119

1.26

106

1.34

109

1.37

107

1.39

107

（万人）

1970
（S45）

1975
（S50）

1980
（S55）

1985
（S60）

1990
（H2）

1995
（H7）

2000
（H12）

2005
（H17）

2007
（H19）

2009
（H21）

2010
（H22）

250

200

150

100

50

0

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0

資料：人口動態統計（厚生労働省）

１世帯当たり人員 世帯数

（人） （万世帯）

1960
（S35）

1970
（S45）

1975
（S50）

1980
（S55）

1985
（S60）

1990
（H2）

1995
（H7）

2000
（H12）

2005
（H17）

2010
（H22）

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

6,000

5,500

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

■１世帯当たり人員と世帯数の推移

4.14

2,254

3.41

3,030

3.28

3,360

3.22

3,582

3.14

3,798

2.99

4,067 2.82

4,390

2.67

4,678

2.55

4,906

2.42

5,184

資料：国勢調査（総務省）
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安全志向、健康志向の高まり
■近年、いわゆるゲリラ豪雨等による災害の発生、
無差別殺人等の凶悪犯罪の発生、新型インフルエ
ンザをはじめとする新たな感染症の脅威、食品表
示の偽装による食品の安全の問題など、私たちの
生活を脅かす事例が多発し、生活の安全や安心に
対する関心がこれまで以上に高まっています。
■また、食品の健康効果など様々な健康に関する
情報があふれるとともに、サプリメントなどの健
康食品、スポーツジムやウォーキング、健康のた

めの民間療法が注目されるなど、人々の「健康に
なりたい」「健康でありたい」という健康志向が強
まっています。
■現代社会はストレス社会とも言われ、多くの人
が様々なストレスにさらされながら、生活をして
います。うつ病の受診患者数は急激に増加してい
るほか、自殺者数は年間30,000人前後で推移し
ています。こうしたなかで、「こころの健康」への
関心も高くなっています。

死亡者数 うち自殺者数

■自殺者数の推移

712,962

15,728

702,275

19,975

722,801

20,542

752,283

23,383
820,305

20,088

922,139

21,420

961,653

30,251

1,083,796

30,553

1,142,407

30,229

1,141,865

30,707

1,197,012

29,554

（人） （人）

1970
（S45）

1975
（S50）

1980
（S55）

1985
（S60）

1990
（H2）

1995
（H7）

2000
（H12）

2005
（H17）

2008
（H20）

2009
（H21）

2010
（H22）

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

資料：人口動態統計（厚生労働省）

夫 妻

■平均初婚年齢の推移

27.0

24.7

27.8

25.2

28.2

25.5

28.4

25.9

28.5

26.3

28.8

27.0

29.8

28.0

30.2

28.5

30.5

28.8

（歳）

1975
（S50）

1980
（S55）

1985
（S60）

1990
（H2）

1995
（H7）

2000
（H12）

2005
（H17）

2008
（H20）

2010
（H22）

35

30

25

20

資料：人口動態統計（厚生労働省）
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地方分権の推進
■2009（平成21）年秋の国の政権交代以降、公
共事業関係費が大幅に削減されるなど、国の政策
に大きな変化がありました。また、包括的経済連
携を推進する方向性が示されるなかで、日本の農
林水産業のあり方も課題となっています。
■一方で、少子高齢化などの進展によって我が国
は成熟国家となり、国民のニーズの多様化、複雑
化が進むなかで、明治維新以来の中央集権体制で
は国民の意見を十分に反映し、対応することが難
しくなっています。このため、国民に身近な分野
については、地方自治体が住民の意見を反映して
地域のニーズに適切に応えられるよう、地方分権
の一層の推進が求められています。
■地方分権については、これまで、いわゆる第
一次地方分権改革（1995〈平成７〉～2001〈平成
13〉年）において、機関委任事務の廃止や許認可
の整理など権限面での改革が実施されました。ま
た、地方の財政面での自立性・自主性を高めるた
め、その第一歩として、三位一体改革（2004〈平
成16〉年～2006〈平成18〉年）では国から地方へ
の３兆円の税源移譲が行われましたが、その一方
で、地方交付税や補助金について大幅な削減が行
われたことから、地方は厳しい財政運営を余儀な
くされました。分権型国家に向け、地方が自由に
使える財源の充実強化など財源面での分権を進め
ることが求められますが、同時に、地域間の財政

力格差について是正することも必要です。
■2010（平成22）年以降、国において地域主権
戦略大綱の閣議決定、「国と地方の協議の場」の法
制化や義務付け・枠付けの見直しを盛り込んだ法
律の制定など、改革の一定の進展がみられるとこ
ろですが、国と地方の役割分担や地方税財源の充
実など、まだまだ多くの課題が残っています。今
後とも、地方の自立と地域間格差の是正のバラン
スのとれた、真に住民の幸せにつながる地方分権
の推進に向け、県からも国に対して積極的に発信、
提案を行っていくことが必要です。

国・地方を通じた極めて厳しい財政
■長引く経済の低迷や高齢化に伴う社会保障関係
費の増加などにより、国・地方の財政は極めて厳
しい状況にあり、国・地方を合わせた長期債務残
高は2011（平成23）年度末で903兆円程度と見込
まれています。
■特に、地方においては、公債費が依然高水準
であることや社会保障関係費の自然増などを背景
に、2011年度（当初ベース）には14.2兆円の大幅
な財源不足となっています。
■今後も、国、地方を通じて極めて厳しい財政状
況が続くことが予想されることから、行政改革や
歳出の見直しを徹底して行うとともに、税制の抜
本的な改革を進めるなど、財政の持続可能性を確
保することが求められています。

国 地方

（兆円）

1989
（H1）

1993
（H5）

1998
（H10）

2003
（H15）

2008
（H20）

2010
（H22）

2011
（H23）
（実績見込）
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■国・地方の長期債務残高

254

66

188

333

91

242

553

163

390

692

198

493

770

197

573

862

201

662

903

200

703

資料：財政関係基礎データ（財務省）
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3. 大震災の発生と
新しい日本社会の構築

大震災の発生と再建に向けた動き
■2011（平成23）年3月に発生した東日本大震災
により、東北、関東地方を中心に広範な地域と多
くの人々が甚大な被害を受けました。この大震災
は、原子力災害にも及んだことから、直接の被災
地域はもとより、日本全国、そして国際社会にも
大きな衝撃を与えており、防災面のみならず、我
が国の経済・産業、エネルギー対策、国民生活、
まちづくり、交通、情報通信、医療などのあり方
そのものにも影響を及ぼしています。国において
は、同年９月の中央防災会議専門調査会報告を踏
まえ、同年12月に「防災基本計画」の見直しが行
われたほか、エネルギー政策については、原子
力発電のあり方、再生可能エネルギーや省エネル
ギーの推進など、政策全体の見直しに向けた議論
が行われています。
■戦後最大の危機とも言われるこの国難に対し
て、被災地の救助活動や避難の受入れ、救援物
資の提供や義援金など、多くの国民による支援
が行われたほか、被災地の復興に向けたインフ
ラ整備や住居、医療・介護、雇用等の生活支援な
ど、国を挙げて再建の取組みが進められています。

2011年６月には復興基本法が成立し、さらに同
年７月末に被災地での「復興特区制度」創設などを
盛り込んだ「東日本大震災からの復興の基本方針」
が国においてとりまとめられ、５年間を「集中復
興期間」と位置づけた総合的な復興施策が本格的
に展開されており、被災地の一刻も早い復旧・復
興が期待されています。

新しい日本の構築に向けて
■今回の大惨事は、国全体としての非常時のリス
ク分散やバックアップ体制の充実の必要性を浮き
彫りにしました。特に、救援のための物資等が北
陸を通って被災地に届けられた例も多かったこと
から、あらためて日本海国土軸の形成を進めるこ
との重要性が認識されたところです。また、安全・
安心な暮らしの確保はもとより、人と人の絆、こ
ころの安らぎ、地域の支え合いなどがいかに大切
なものであるか、そして何よりも生きることの根
源的意味と尊さについてあらためて考えさせる出
来事でした。
■この震災の教訓を踏まえ、今後の行政のあり方
や役割、国づくり・県づくりの方向性、社会のあ
りよう等について、いま一度問い直し、新しい日
本社会を構築していく必要があります。

（兆円）

1975
（S50）

1980
（S55）

1985
（S60）
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（H1）

1993
（H5）
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（H10）
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（H15）
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2009
（H21）
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（H22）
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（H23）

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0
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■我が国の税収と国債発行額

5.3

13.8

20.9

14.2

26.9

43.4

12.3

38.2

53.0

6.6

54.9

65.9

16.2

54.1

75.1

34.0

49.4

84.4

35.3

43.3

82.4

33.2

44.3

84.7

41.5

42.3

95.3

38.7

52.0

101.0

42.0

55.8

107.5

資料：財政関係基礎データ（財務省）

税収

国債

一般会計歳出
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1. 陸・海・空の交流基盤の整備充実

間近に迫った北陸新幹線の開業、高速道路の整備
■北陸新幹線は2014（平成26）年度末までに長
野・金沢間が開業します。間近に迫る開業に向け、
新幹線駅を中心とした交流拠点づくりやアクセス
道路の整備等が進められていますが、いわゆるス
トロー現象も懸念されるところであり、今後は、
開業効果が本県の発展にしっかりと結びつくよ
う、産業、観光、まちづくりなどの面で具体的か
つ戦略的な取組みを進めていく必要があります。
また、大規模災害時等において、北陸新幹線が東
海道新幹線の代替補完機能を十分発揮するために
も、金沢・敦賀間の早期開業、さらに大阪までの
全線整備を求めていかなければなりません。一方
で、新幹線開業に伴いＪＲから経営分離される並
行在来線については、その安定経営のための仕組
みを構築することが課題となっています。
■2008（平成20）年７月に東海北陸自動車道が
全線開通するなど、県内高速道路網の整備が着実
に進められており、観光や企業立地の面でも効果
が出ています。今後は、能越自動車道の全線開通
に向けた整備やスマートＩＣ（インターチェンジ）
等の追加ＩＣの設置、東海北陸自動車道の４車線
化などを進めていく必要があります。

伏木富山港の機能充実
■伏木富山港は、国際コンテナ取扱量が過去10
年間（2000〈平成12〉年～2010〈平成22〉年）で
全国平均（1.3倍）を上回る1.7倍の伸びとなって
いるほか、国際定期コンテナ航路が5年前の1.7倍
の5航路月42便（2011〈平成23〉年12月現在）と
なり、さらに、ロシア定期コンテナ航路における
ラストポート（最終寄港地）化が実現するなど、環
日本海・アジアの物流拠点としての機能強化が着
実に進められています。また、災害時における太
平洋側港湾の代替機能を果たし得る地理的優位性
も有しています。こうしたなか、2011年11月に
は日本海側拠点港として、「国際海上コンテナ」、
「国際フェリー・国際ＲＯＲＯ船」及び「外航クルー
ズ」の「機能別拠点港」のほか、「総合的拠点港」に
も選定されたところであり、今後とも、優れたポ
テンシャルを活かし、集荷力の向上など機能の一
層の充実や、シベリア鉄道を活用した新たな物流
ルートの開拓など、伏木富山港を拠点とする環日
本海・アジアの物流のさらなる発展が期待されて
います。

2 富山県における状況変化
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■富山空港　環日本海・アジア交流の拠点に

東京（６便/日）
1963（S38）年8月　就航

上海（２便/週）
2005（H17）年10月   就航

ソウル（３便/週）
1993（H5）年4月   就航

《富山から日本各地へ》
　東京経由　乗継割引　30区間
　札幌経由　乗継割引　２区間

札幌（１便/日）
1991（H3）年6月　就航

ウラジオストク
1994（H6）年7月   就航
2010（H22）年12月31日から運休中

大連（３便/週）
 ↓

北京・大連（デイリー運航）
（2012〈H24〉年1月～：５便/週）

大連便　1998（H10）年6月   就航
北京・大連便　2011（H23）年3月   就航 北京・大連便

台北（２便/週）
2012（H24）年4月　就航

＜航空路線＞　国内定期路線＝２都市へ運航 （全国各地との間の乗継便、海外との間の乗継便も充実）
　　　　　　　国際定期路線＝５都市へ運航 （地方空港では全国トップクラスの路線数）
　　　　　　　国際チャーター便の就航実績 2010（H22）年度 101便   （2009〈H21〉年度 112便）

富山

大連

北京

富山空港の利便性の向上
■富山空港は、国内定期路線として２路線が就
航しているとともに、国際定期路線では、2011
（平成23）年３月から大連便が北京まで延伸され、
同年10月末からは一日一便となりました。また、
2012（平成24）年４月からは新たに台北便が就

航するなど、地方空港としては全国トップクラス
の充実した路線網を有しており、環日本海・アジ
ア交流の拠点として着実に発展しています。今後
とも、国内外との航空ネットワークの充実や羽田
空港との乗継利用の拡大による路線価値の向上な
ど、一層の機能強化を図る必要があります。
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（億円）
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■2010年主要都道府県別医薬品生産金額

7,049

5,248
4,760 4,737

4,466

3,380
3,046 2,913 2,912

2,601

資料：薬業工業生産統計（厚生労働省）

2. 世界経済の大きな変化と
県内産業の新たな動き

■2008（平成20）年秋以降の世界同時不況は県
内産業にも大きな影響を及ぼしました。本県の経
済は、特に影響の大きかった自動車等輸出関連産
業の生産の持ち直しが進みましたが、その後の東
日本大震災の発生や歴史的な円高などの影響もあ
り、なお厳しい状況を脱するまでには至っていま
せん。このようななか、企業が生産拠点を海外へ
移す動きが加速化するなど本県産業の空洞化が懸
念されるところであり、空洞化をいかに防ぎ、本
県経済の持続的な発展を図っていくかが課題と
なっています。　
■一方で、こうした厳しい経済情勢のもとでも、
「富山のくすり」の伝統を有する県内の医薬品産
業は、薬事法の改正やジェネリック医薬品（後発
医薬品）の使用促進等を背景に、医薬品生産金額

で2005（平成17）年の全国第８位（2,636億円）
から2009（平成21）年には全国第２位（5,736億
円）、2010（平成22）年には全国第４位（4,737億
円）と全国トップクラスに躍進しており、「世界の
薬都」スイス・バーゼルとの交流や海外市場への
展開などによる一層の飛躍が期待されています。
また、ロボットや再生可能エネルギーなどの新た
な産業の創出のほか、県内企業の航空機産業への
参入の取組みが進められるなど、本県産業のさら
なる発展に向けた動きもみられます。
■今後、グローバル競争や地域間競争が一層激化
することが見込まれますが、特に中国、インド、
東南アジアなど発展著しい新興国のダイナミズム
を取り込みながら、富山県が日本や世界の中で、
何で稼ぎ、どう食べていくのか、そしてこれらの
国・地域とどのようにともに発展していくのかと
いう視点に立って、産業経済政策を進めていく必
要があります。
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15歳未満 15歳～ 64歳 65歳以上 （うち75歳以上）
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■富山県の人口推移

362

594

35.8％

5.3％ 15.1％

26.2％

32.8％

34.6％

17.5％
13.0％

10.4％ 9.4％

22.5％

1998年がピーク（1126千人）

53
（13）
1,009

230

717

83
（24）
1,030

196

754

169

（70）

1,120

170

752

201

（84）

1,123

157

731

233

（102）

1,121

150

703

258

（127）

1,112

142

662

285

（147）

1,093

123

612

324

（162）

1,058

106

579

334

（178）

1,019

94

552

329

（206）

88

519

322

（209）

929

83

480

317

（200）

880

975

※2010年以前は「国勢調査」（総務省）
※2015年以降は「日本の都道府県別将来推計人口」
　（国立社会保障・人口問題研究所）

3. 少子高齢化・人口減少社会と
ふるさと志向

人口減少と少子高齢化

■本県の人口は1998（平成10）年をピークに減
少しており、2010（平成22）年10月には109万
3,247人となっています。2007（平成19）年5月
の国の人口推計によれば、今後もさらに減少が進
み、20年後には約93万人になることが見込まれ
ています。
■本県の高齢化は、全国を上回るスピードで進
行しており、2010年の65歳以上の人口割合は
26.2％（全国は23.0％）となっています。国の人
口推計によれば、本県の高齢者の数は2020（平成

32）年頃にピークを迎え、およそ15年後には３人
に１人を超えると見込まれています。また、本県
の合計特殊出生率は、2006（平成18）年、2007
年には過去最低の1.34となり、その後若干上昇し
ているものの、2010年では1.42と依然として低
迷しています。
■本格的な少子高齢化・人口減少社会に突入し、
子育て支援・少子化対策や交流人口の拡大のため
の対策を強化することが求められています。また、
女性が能力を十分に発揮できる環境や、元気な高
齢者が意欲と能力に応じて社会で活躍できる環境
を整備するとともに、誰もが自立して互いに支え
合う社会を構築することが重要となっています。
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（%）

2006.3卒
（H18.3）

2007.3卒
（H19.3）

2008.3卒
（H20.3）

2009.3卒
（H21.3）

2010.3卒
（H22.3）

2011.3卒
（H23.3）

60

58

56

54

52

50

■県外大学卒業者のＵターン就職率

51.3 51.4

51.7

56.1

55.7

57.4

資料：県労働雇用課調べ

県外流出と定住（Ｕターン）
■本県では、近年、社会移動による人口減が続い
ていますが、一方で、本県の県外大学進学者のＵ
ターン割合は比較的高い水準で推移しています。
■また、2010（平成22）年８月に実施した高校
生アンケート調査結果によれば、高校生の地元へ
の定住志向はこの10年間で着実に高まってきて
います。さらに、県や市町村への定住相談の件数

が増えるなど本県への定住・半定住に関心を持つ
者も年々増加してきています。
■人口が減少するなか、本県が活力を維持し発展
していくため、若者等の県外流出に歯止めをかけ、
県民がいきいきと働き暮らせるような魅力ある地
域づくりを進めるとともに、働き盛りの年代も含
め県内の定住、Ｕ・Ｉターンを促進するための施
策を積極的に展開することが求められています。

「ふるさと」を見つめ直す気運の拡大
■少子高齢化やグローバル化が進展し、社会経済
情勢が大きく変動する現代社会であるからこそ、
県民一人ひとりがふるさとに誇りと愛着を持ち、
自らのアイデンティティを持って生きていくこと
が大切です。
■県民へのアンケート等（※）によれば、ふるさ
との伝統・文化を大切にすることを求める傾向が
みられるなど、県内では「ふるさと」をあらためて
見つめ直す動きが拡大しています。

※ 2010（H22）「高校生アンケート」（未来の富山県を
よくするための取組みとして、伝統文化等の地域資
源を大切にすることを求める者が大幅に増加。）
※ 2008（H20）「県民アンケート」（約９割が「ふるさと
文学の振興に取り組むべき」）

■また、人口減少・少子高齢化の進展や東日本大
震災などを受け、安全・安心で快適に暮らせる「ふ
るさと」の存在や地域コミュニティでの支え合い
等の大切さがあらためて認識されています。
■こうしたことから、県では、県民が郷土の自然、
歴史・文化、優れた先人などについて学び、理解
する取組みを進めています。また、知事公館を廃
止し、必要な増改築を行って高

こ

志
し

の国
くに

文学館を整

備しており、今後、「越中万葉」から近現代に至る
まで、本県ゆかりの文学資料の収集・保管に努め
るなど、ふるさと文学を振興していくことが重要
な課題となっています。さらに、県内で世界文化
遺産登録を目指す運動が進んでいる（「近世高岡の
文化遺産群」、「立山・黒部」）ほか、本県を舞台と
した映画の製作、地域資源（歴史・文化など）を活
かしたまちづくりなどが進められており、今後と
も、こうしたふるさとの魅力を再認識し、磨き発
信する動きを積極的に後押ししていく必要があり
ます。

本県を舞台とした映画「劔岳 点の記」（Ｃ）2009「劔岳 点の記」製作
委員会
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緊急消防援助隊の活動

DMAT（災害派遣医療チーム）の活動

4. 大震災の教訓を活かした県づくり

■東日本大震災は、従来の想定を超える大きな被
害をもたらしましたが、これを教訓と受け止め、
これまで比較的災害が少なく安全・安心な県と言
われている本県においても、隣県に原子力発電所
が存在していることも踏まえ、地震災害や原子力
災害への対策について基本的な見直し・充実が求
められています。また、防災の面に限らず、環境・
エネルギー、医療・保健・福祉など様々な分野に
おいて震災の教訓を活かし、「人が生きていく」こ
との原点に立った県づくりを進める必要がありま

す。
■本県は地震発生後、警察、消防、医療・保健
関係者の派遣、救援物資の搬送など様々な支援を
行ってきたところですが、未曾有の国難に立ち向
かうべく、国、各都道府県、市町村などと連携し、
被災地の復興・再建、さらには新しい国づくりに
積極的に貢献していくことが求められています。
■また、日本全体としてのリスク分散の必要性が
指摘されるなか、北陸新幹線の整備や伏木富山港
の機能充実など、本県が太平洋側や首都圏地域の
代替機能を有することができるような県づくりを
進めていくことも重要となっています。
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「幸福」の意義
■我が国は、工業社会におけるいわゆる「大量生
産・大量消費」の時代から、心の豊かさや生活の
質の向上が重視される「成熟社会」の時代へと移行
しています。これに伴い、人々の価値観やライフ
スタイルはますます多様化しており、「幸せ」につ
いての感じ方や捉え方も大きく変化してきていま
す。
■もとより、人の幸せは、経済的・物質的な豊か
さのみによって得られるものではなく、「経済成
長は必ずしも人々の幸福度の上昇にはつながらな
い」という、いわゆる「幸福のパラドックス」の指
摘もされているところです。また、幸せは、基本
的には個人の主観によるものであり、夢や目標に
向かって一所懸命に取り組むプロセスに幸福を感
じる人もいれば、自己実現を成し遂げてはじめて
幸せを実感する人もいます。さらには、家族と過
ごす健康で楽しい生活に無上の喜びを感じる人も
いることでしょう。
■このように、人の幸せには、それぞれの価値観
や人生観に応じて、様々な形があります。ただ、
「幸せに暮らしたい」と願う気持ちは、いつの世も
変わらず人々の心の中に息づく普遍的なものであ
り、一人でも多くの人に幸せを実感してもらえる
ような環境整備を図ることが、国・地方の行政に
とって最も重要なことであると考えます。
■近年、我が国経済の低迷が続き、「格差」や「貧
困」の問題が顕在化しており、さらに、人間関係
の希薄化や地域コミュニティの弱体化を背景とす
る社会的孤立なども大きな課題となるなかで、「生
きていてよかった、幸せだ」と実感できるような、
人々の幸福度を高める新しい社会システムの構築
が求められています。また、その際には、今を生
きる私たちのみならず、将来の世代の幸福度をど
う高めていくかという視点も大変重要になってい
ます。
■さらに、東日本大震災という大惨事の発生によ
り、人と人の絆の大切さや生きていることの意義
について思いを新たにし、あるいは人生観そのも
のも変わったという人も多いと考えられ、今、あ
らためて「幸福」とは何かが問い直されています。

国内外での幸福度に関する動き
■このようななか、近年、国内外において幸福度
への関心が高まっており、人々の豊かさや幸せは
ＧＤＰ（国内総生産）だけでは測ることができない
との考えのもと、幸福度に関する指標を設定する
動きや、そうした幸福度の指標を政策に反映させ
る動きが活発化しています。
①海外の事例
■ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）では、2007（平
成19）年の世界フォーラムで採択した「イスタン
ブール宣言」に基づき、世界共通の幸福度に関す
る指標づくりの検討が進められています。2011
（平成23）年５月には、「住居」「収入」「雇用」「共同
体（社会との繋がり）」「教育」「環境」「ガバナンス」
「健康」「生活の満足度」「安全」「ワークライフバラ
ンス」といった11の要素によって国際比較するこ
とを提案した「より良い暮らし指標（Your Better 
Life Index）」が発表されています。
■また、ブータン王国では、経済成長を重視する
姿勢を見直し、伝統的な社会・文化や環境、民意
にも配慮した国民の幸福の実現を目指す「国民総
幸福量（ＧＮＨ）」という独自の概念を導入してい
ます。幸福に関する９つの要素による指標が策定
されるなど、「幸福」を中心に据えた政策が展開さ
れ、2005（平成17）年の調査では国民の約97％
が「幸せ」と回答しています。
■さらに、フランスでは、サルコジ大統領の設置
した「経済パフォーマンス及び社会進歩の計測に
関する委員会」（通称「スティグリッツ委員会」）の
報告書（2009〈平成21〉年）の中で、経済成果の
指標としてのＧＤＰの限界と、客観・主観の幸福
度指標、持続可能性の指標の重要性が提言されて
います。
②国内の事例
■我が国においても、2011（平成23）年11月に
法政大学大学院の政策研究チームによる都道府県
別幸福度ランキングが公表されたほか、上記ブー
タン王国の国王の来日もあり、あらためて幸福度
を測る指標を政策に反映させる気運が高まってい
ます。
■政府においては、過去にも「社会指標」、「国民
生活指標」「新国民生活指標」「暮らしの改革指標」

3 幸福度を巡る動向
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など、国民生活の豊かさ等の視点に立った指標化
の取組みが行われたことがありましたが、2010
（平成22）年６月の新成長戦略で「新しい成長及び
幸福度（well-being）について調査研究を推進し、
関連指標の統計の整備と充実を図る」旨が掲げら
れたことを受け、内閣府に「幸福度に関する研究
会」を設置して、幸福度の指標化に向けた検討が
進められています。
■また、地方自治体（例えば、福岡県、熊本県、
荒川区など）においても、幸福度に関する指標の
研究や、幸福度を取り入れて政策を展開する動き
が活発化しています。

県民の幸せの充実に向けて
■本県は、上記の法政大学大学院の都道府県別
幸福度ランキングで全国第２位の高い評価を受け
ました。このランキングは、大学独自に設定する
40の指標によるもので、様々な受け止め方はあ

るものの、本県が全国トップクラスの暮らしやす
さを有し、安全・安心で働きがいのある県である
ことを示す一つの証左であると考えられます。
■従来から、本県では、県政の最終的な目標は県
民の幸せの充実であり、幸福度を高めるための環
境整備が重要であるという考え方のもと、県民一
人ひとりが輝いて生きられる「元気とやま」の創造
に向けて取組みを進めてきました。こうした考え
方は、この計画の策定にあたっても、変わること
はありません。
■本来、県民一人ひとりの幸せは、それぞれの価
値観や生き方に関わる主観的なものであり、行政
としてできることには限界がありますが、こうし
た幸福度に関する最近の動きも踏まえ、本県とし
ても、県政における各般の政策をあらためて幸福
度に関する指標によって見つめ直し、政策に反映
させていくことが重要となっています。

　県民の意識やニーズを把握し、本計画に反映させるため、県政世論調査等のアンケート調査を実施しま
した。

4 県民意識とニーズ

県政世論調査
2010（平成22）年8月及び
2011（平成23）年8月実施

調査目的　現行の政策に関する県民ニーズの把握
調査対象　県内の満年齢20歳以上の男女　1,200人（無作為抽出）
調査項目　
●未来の富山に関する意識調査（10年後の県民生活に係る県民意識）（2010年のみ）
●選好度調査（「元気とやま創造計画」における55政策の各項目についての県民ニー
ズ＜重要度と充足度＞）

高校生アンケート
2010（平成22）年７月

実施

調査目的　次代を担う高校生の現状及び将来に対する意識の把握
調査対象　県内の県立・私立高校生　1,142人
調査項目　
●一般的意識調査（現在の興味・悩み、地元への定住意識など）
●未来の富山に関する意識調査（富山県の魅力、東京と富山のイメージ、未来の社
会や富山への期待など）

有識者アンケート
2010（平成22）年8月

実施

調査目的　県政の主要な課題及び将来展望に係る、各分野の有識者等の意見の把握
調査対象　県審議会委員や県政モニター等　750人
調査項目　
●未来の富山に関する意識調査（10年後の社会状況、魅力形成のために重要なこと
など）

●分野別課題や施策の方向性（今後10年間に重視していくべきこと）
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1. 県民の意識とニーズ（県政世論調査より）

■県政世論調査において、10年後の県民生活の
イメージを聞いたところ、情報化が一層進展する
と考える人が多い結果となっています。一方、安
定した老後の生活については否定的な考えを持つ
人が多いなど、医療・介護・年金等の高齢者の問
題、安全・安心な生活、子育て・少子化などに対
する不透明感や不安感等が反映した結果も見られ

ます。
■県民ニーズについては、景気・雇用創出に関す
る施策の充実、少子・高齢社会への対応や医療・
福祉政策の充実などのニーズが高い結果となって
います。また、特に、2011（平成23）年の調査で
は、東日本大震災、大雪による交通機関の運休（同
年１月）などの影響から、防災に関するニーズも
高くなっています。

そう思う 思わない わからない 無回答

（％）0 20 40 60 80 100

■10年後のイメージ（2010〈Ｈ22〉年調査）
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（1.7）

40.0
（33.0）

34.0
（43.7）

24.8
（21.6）

1.2
（1.6）

28.6
（29.5）

56.1
（55.3）

14.2
（13.6）

1.4
（1.7）

30.8
（31.0）

58.0
（56.6）

9.7
（10.7）

0.9
（0.8）

 28.4
（18.6）

61.9
（74.9）

8.9
（5.7）

1.5
（1.2）

21.7
（20.7）

67.9
（67.5）

8.9
（10.6）

0.9
（0.8）

21.3
（12.8）

69.2
（80.1）

8.6
（6.3）

1.3
（0.8）

 23.6
（19.0）

66.9
（72.6）

8.2
（7.6）

（　）内は前回（2005〈H17〉年）調査の割合

１. 情報通信技術の活用により、生活関連情報や行政・災害関連情報な
　  どがいつでもどこでもだれでも入手し利用できるようになっている

２. 音楽会や演劇、美術展など、様々な文化を楽しむ機会が増えている

３. 地域づくりや福祉、生涯学習、国際交流・協力などのボランティア、
　  ＮＰＯ（民間非営利組織）などによる市民活動が盛んになっている

４. 環境に対する意識が高まり、環境にやさしいライフスタイルが定着
　  している

５. 学術研究や科学技術、スポーツ、文化等の分野で国内外で活躍する
　  人が増えている

６. 環日本海地域の拠点として、県内企業と海外企業との取引や交流が
　  活発となり、多くの県内企業が海外へ進出している

７. 北陸新幹線の開通や伏木富山港の機能の充実に伴い、国内外からビ
　  ジネスや観光などで、人、モノが活発に行き来するなど県内経済が
　  活性化している

８. 基礎的な学力を身につける教育に加え、子どもの個性・創造性を伸
　  ばす教育が行われている

９. 高齢者、障害者をはじめ誰もが住み慣れた地域で快適に暮らし、気
　  軽に外出できる社会が実現している

10. 安心して働ける職場が確保されている

11. 犯罪や消費者被害が減り、安心して暮らせる社会となっている

12. 女性・高齢者などが、自分にあった働き方を選択できる環境が整っ
　   ている

13. 医療・介護サービスの充実や年金の支給などにより、安定した老後
　   の生活を送ることができる

14. 仕事と子育てが両立しやすいなど、安心して子どもを生み育てるこ
　   とができる社会となり、少子化に歯止めがかかっている
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順位 2010（H22）年 2011（H23）年 2005（H17）年（前回）

１位 景気対策 景気対策 景気対策

２位 雇用の確保と創出 雇用の確保と創出 若者の定着・流入

３位 子育ての支援 医療の充実 犯罪対策など、安全の確保

４位 快適でコンパクトな街づくり
の推進 高齢者福祉の充実 子育て環境の整備

５位 高齢者福祉の充実 防災・危機管理体制の充実 雇用の確保・職業能力の開発

６位 医療の充実 若者や中高年世代の活躍の
場の拡大

高齢者・障害者などが快適に
暮らせる街づくり

７位 義務教育等の充実 中小企業の振興 地域防災体制の整備

８位 障害者福祉の充実 中心市街地の賑わいの創出 公害の防止

９位 防犯対策の推進による安全な
まちづくり 障害者福祉の充実 自主性、豊かな心を育む教育

10位 地域総合福祉の推進 雪に強いまちづくり 地域福祉の充実

11位 生活交通の確保 子育ての支援 心豊かな社会の実現（人権）

12位 家庭や地域における健やかな
子どもの育成

防犯対策の推進による安全な
まちづくり

小・中学校での能力を伸ばす
教育

13位 防災・危機管理体制の充実 新産業の創出 オープンでわかりやすい行政

14位 生活環境の保全 生活の安全の確保 福祉施設の充実

15位 生活の安全の確保 オープンでわかりやすい県政 家庭及び地域における教育

■県民ニーズの高い行政分野（上位15項目）
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2. 高校生の意識（高校生アンケートより）

■県内高校生へのアンケート調査によれば、富山
県への定住希望は、将来的なものも含めて56.9%
（2005〈H17〉：55.1%、1999〈H11〉：49.1%）
となっており、地元への定住希望者が増加する一

方、非定住希望者は減少しています。
■また、大学等への進学希望者のうちの過半数は
県外への進学を希望する一方で、就職希望者の希
望就職先や進学希望者の大学卒業後の希望就職先
に関しては、県内への就職意向が増加しています。

（％）0 20 40 60 80 100

■地元への定住意識

2010
（Ｈ22）

2005
（Ｈ17）

無回答
0.8%

ずっと住みたい
14.5%

一度は県外へ出ても、富山に戻って住みたい
42.4%

住みたくない
15.5%

わからない
26.8%

無回答
0.0%

ずっと住みたい
15.7%

一度は県外へ出ても、富山に戻って住みたい
39.4%

住みたくない
18.6%

わからない
26.4%

（％）0 20 40 60 80 100

■進学希望先、大学等卒業後の希望就職先

進学希望先

卒業後希望就職先

無回答
0.5
（0.0）

県内
21.2

（21.1）

県外
54.4
（52.0）

どちらでもよい
18.4
（20.0）

わからない
5.6
（6.9）

無回答
1.0

（0.2）

県内
30.1

（28.1）

県外
23.5
（26.9）

どちらでもよい
31.1
（30.0）

わからない
14.4
（14.8）

（％）0 20 40 60 80 100

■就職希望者の就職先

県内
64.7

（61.6）

県外
6.0

（15.3）

どちらでもよい
22.3
（16.9）

わからない
7.1
（5.1）

　就職希望者の希望就職先は、県内が64.7%、県外が6.0%であり、県内志望者が前回より3.1ポイント
増加している。また、「どちらでもよい」と考えている者も22.3%を占めているが、これも前回より5.4ポ
イント増加しており、就職先に係る県内への関心は高まっていることがうかがえる。

　進学希望者については、県外への進学希望が54.4%を占めており、県外志向が強い。
　また、大学等を卒業した後の就職先については、県内・県外の「どちらでもよい」とする者が最も多く
（31.1%）、就職先として積極的に県内を希望する者の割合は30.1%である。高校卒業後すぐ就職する者
に比べ、県内での就職を希望する者の割合は半分以下である。
　前回調査との比較では、大学等卒業後の希望就職先について「県内」を希望する者や「どちらでもよい」
とする者の割合が増加し、県外希望者の割合は減少している。
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3. 有識者の意識（有識者アンケートより）

■県の審議会委員や県政モニター等に行ったアン
ケート調査では、10年後の社会のイメージにつ
いては、情報化や企業活動のグローバル化が進む
一方、格差の拡大などを予想する者が多くなって

います。また、老後の安定や生活の豊かさに関し
て否定的な意見が多くなっています。
■また、県が今後10年間で重点的に推進すべき
施策としては、雇用の確保と創出、健やかな子ど
もの育成や子育て支援、医療や高齢者福祉の充実、
現場重視で効率的な県政などとなっています。

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらとも言えない

どちらかと言えばそう思わない そう思わない 無回答

（％）0 20 40 60 80 100

■10年後の社会状況

1.4（1.1）
0.0

（0.3）

0.6
（2.5）5.9

（3.6）
46.1

（38.1）
46.1

（54.4）

5.3
（3.8）

12.7
（14.0）

45.5
（42.5）

34.0
（35.5）

6.1
（4.1）

13.7
（17.5）

49.2
（42.1）

29.5
（31.8）

2.9
（3.1）

17.2
（16.2）

49.8
（47.5）

27.3
（29.4）

6.4
（5.7）

22.7
（21.9）

54.3
（47.6）

13.1
（19.0）

1.2
（3.3）

22.1
（17.0）

29.9
（23.3）

17.6
（20.6）

19.9
（21.5）

9.4
（14.3）

1.2
（2.8）

25.6
（21.9）

13.5
（8.5）

4.5
（4.4）

46.7
（46.5）

8.6
（15.9）

0.6
（2.7）

44.3
（38.4）

16.4
（19.5）

6.3
（7.5）

26.2
（25.2）

6.3
（6.8）

1.2
（3.1）

16.8
（11.9）

5.1
（6.0）

39.6
（37.9）

31.8
（32.5）

5.5
（8.5）

0.6
（3.0）

15.2
（9.6）

39.8
（32.9）

5.1
（4.1）

34.4
（43.2）

4.9
（7.2）

0.6
（3.1）

8.2
（6.3）

44.1
（43.1）

17.2
（12.6）

25.8
（28.9）

4.1
（6.0）

0.4
（2.7）

5.9
（5.2）

21.1
（14.9）

37.2
（34.7）

31.5
（37.6）

3.9
（4.9）

0.6
（2.5）

12.5
（12.9）

35.0
（38.4）

32.8
（23.1）

17.4
（19.5）

1.8（3.6）

1.2
（2.7）

0.6
（2.4）

21.3
（17.0）

41.2
（30.0）

33.0
（41.0）

2.7
（8.0）

21.7
（22.6）

40.4
（35.8）

34.6
（33.6）

2.3
（4.6）

（　）内は前回調査（2005〈H17〉年）の割合

１. 情報化が進む

２. 所得や資産の格差が拡大する

３. 企業間の競争がグローバルに展開される社会になる

４. 時間と距離の制約が解消される情報ネットワーク社会
　  になる

５. 国境や県域、市町村域を越えた連携が活発になる

６. 少子・高齢化社会が進み、安定・成熟した社会になる

７. 環境に配慮した低炭素・循環型社会になる

８. 労働時間が短縮される

９. 人権を尊重する社会になる

10. 行政の役割が低下し、民間（企業、個人・グループ等）
　   の役割が高まる

11. 結果の平等重視から機会の平等を重視する社会になる

12. 地方の自主性、自立性が高まり、地方分権が定着する

13. 東京の人口や諸機能が各地に分散移転され、地方の発
　   展が図られる

14. 経済が安定成長を続け、生活が豊かになる

15. 安定した老後が保障される

2.0（1.9）

0.6
（2.4）

1.0（1.9）

0.6
（2.7）

2.3（1.4）

0.4
（2.4）

2.7（3.1）

0.8
（2.7）

0.6（1.3）

0.4（0.9）
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富山県の人口の見通し

　富山県の人口は1998（平成10）年の112万６千人をピークに減少しており、2030（平成42）年には約93
万人になると見込まれています。65歳以上の高齢者はここ10年間で約5万人増加し、2020（平成32）年頃
にピークとなると見込まれます。
　一方、生産年齢人口（15～ 64歳）は、1990（平成２）年をピークに減少していますが、今後20年間でさ
らに約15万人減少し、全人口の55％程度になることが予測されています。また、年少人口については、約
10年後の2020年には、老年人口の1/3を下回ることが見込まれます。

15歳未満 15歳～ 64歳 65歳以上

０歳～14歳 15歳～ 64歳 65歳以上

（千人）

1950
（S25）

1970
（S45）

1990
（H2）

1998
（H10）

2000
（H12）

2005
（H17）

2010
（H22）

2020
（H32）

2030
（H42）

1,200

1,000

800

600

400

200

0

■人口の推移（1950～2030）

362

594

53
1,009

230

717

83
1,030

196

754

169

1,120

162

741

222

1,126

157

731

233

1,121

150

703

258

1,112

142

662

285

1,093

88

519

322

929

106

579

334

1,019

13.0％

26.2％

資料：国勢調査（総務省）
　　　ただし、1998年は「富山県人口移動調査」
　　　2020年以降は「日本の都道府県別将来推計人口」
　　　（国立社会保障・人口問題研究所）（2007〈平成19〉年5月）

資料：2005、2010は「国勢調査」（総務省）
　　　2015年以降は「日本の都道府県別将来推計人口」
　　　（国立社会保障・人口問題研究所）（2007〈平成19〉年5月）

（％）0 20 40 60 80 100

■年齢３区分別人口の割合の推移（2005～2035）

2005
（H17）

2010
（H22）

2015
（H27）

2020
（H32）

2025
（H37）

2030
（H42）

2035
（H47）

13.5 63.3 23.3

13.0 60.8 26.2

11.6 57.8 30.6

10.4 56.8 32.8

9.6 56.6 33.8

9.4 55.9 34.6

9.4 54.6 36.0

参 考

①
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中期的な県財政の見通し（2012〈H24〉. ２）

　本県の財政は、2005（平成17）年度予算編成前の段階で約400億円の財源不足が見込まれるなど、非常
に危機的な状況にありました。このため、県では2005年度を「財政再建元年」と位置づけ、職員数の削減、
職員給与の臨時的減額、公の施設の廃止等の行財政改革に積極的に取り組み、その結果、2011（平成23）
年度には、財源不足を約80億円にまで縮小しました。
　2012（平成24）年度については、社会保障関係費の増加、国交付金による各種基金事業終了に伴う財政
負担の増、引き続き必要となる経済・雇用対策の実施など、依然として県財政を取り巻く状況には厳しい
ものがありましたが、地方財政対策における一定の配慮に加え、職員数の減、事務事業の徹底した見直し、
マイナス・シーリングの設定等による歳出削減等に取り組み、財源不足を約65億円にまで縮小しました。

　2013（平成25）年度以降についても、社会保障関係費等が増加するとともに、公債費や退職手当が高い
水準で推移することが見込まれます。また、県税収入は景気の動向に左右されるほか、地方交付税等につい
ては先行きが不透明な状況にあることなどから、本県財政の見通しは決して楽観できる状況にはありません。
　このため、県の財政運営を持続可能なものとするため、今後とも財政再建・行政改革の推進に最大限努
力するとともに、国に対しても、本来の地方分権の趣旨に沿った改革の推進、地方の自立と地域間格差の是
正のための地方税財政制度の改革、地方財政対策の充実を、引き続き強く働きかけていくこととしています。

（億円）

H17
予算編成前

H17
当初予算

H18
当初予算

H19
当初予算

H20
当初予算

H21
当初予算

H22
当初予算

H23
当初予算

H24
暫定試算時

H24
地財対策後

H24
予算確定時

H25 H26

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

■財源不足の推移（見込み）　平成24年２月

要調整額
231

歳入の確保
57

財政健全
化債等
110

給与費の臨時
的減額24

給与費の臨時
的減額27 給与費の臨時

的減額27
給与費の臨時
的減額26 給与費の臨時

的減額26
基金繰入れ13

基金繰入れ10
基金繰入れ10

給与費の臨時
的減額26 給与費の臨時

的減額16 給与費の臨時
的減額16

事務事業の
見直しなど20

要調整額
65

要調整額

要調整額 要調整額

400400

231231

180180
165165

140140
120120

100100
8080

113113
8585

6565
9292 8484

財源不足

行革等のさらなる取組で
要調整額の圧縮に努める

Ｈ24の対策

・職員数の削減、行革、シーリング、事務事業の見直し
・公債費負担の平準化
・特定目的基金の活用、他会計からの繰入れ
・国補正予算の活用
・地方交付税の充実・確保（「地方再生対策費」の創設、別枠加算）　など

基金、他
会計から
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97

行革債、
退手債等
68

退手債等
56

退手債等
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81
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54
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49
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不
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足
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足
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足

行革の推進、
公債費の
平準化等
112

基金
繰入れ
85

基金
繰入れ
82

基金
繰入れ
56

・県税の増収、地方交付税の充実・確保
　などの取組み（別枠加算の確保等）

県　税

地方法人
特別譲与税

地方交付税

臨時財政対策債

その他

人件費

扶助費等

公債費

公共・主要県
単

一般行政経費等

（億円）

歳出 歳入歳出 歳入歳出 歳入歳出 歳入

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

■中期的な財政見通し（一般財源ベース）　平成24年２月

1,190 987

400

142

907
1,302

131 415
450 232

1,231 1,023

430

139

907
1,309

145 395
468 251

1,211 1,032

444

141

917
1,309

146 395
478 227

1,203 1,056

457
145

932
1,307

137 395
483 225

H23当初 H24 H25 H26

財源不足
65

財源不足
92

財源不足
84

参 考

②
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若者の声（大学生との意見交換、acoicoとの意見交換）

　この計画の策定にあたっては、未来の富山県、未来の日本を支える若者たちの意見を聴き、計画に反映
させるため、
　●富山大学の学生との意見交換会
　●首都圏在住若者ネットワーク（acoico）との意見交換会
を開催し、活発な意見交換を行いました。

「知事と富大生との意見交換会」（2010〈平成22〉年11月開催）での主な意見

1 学問を学ぶだけでなく、大学生が、社会人、地域の方々と交流できる機会や地域、社会に貢献す
る機会が多くあったらよい。

2 活力ある富山にするためには、若者の力が必要であり、県外にいる本県出身の学生に対し、ふる
さとへの愛着をもつような対策やＵターン対策を一層強力に進めてはどうか。

3 結婚、出産後の心配をせずに、働き続けることができる職場が増えたらよい。仕事と子育てが両
立できるようにしてほしい。また、父親の育児参加、育児休業取得の促進が重要である。

4 最近はコミュニケーションが苦手な若者が増えており、子どもが人との関わりを学べる場、地域
の中で学べる場をもっと増やすべきである。

5 西町、総曲輪の活性化など、まちづくりに興味があり、将来は、 富山県の土地・地域のためにな
る仕事がしたい。

「知事とacoicoとの意見交換会」（2010〈平成22〉年12月開催）での主な意見

1 戻りたいふるさとを考えたときに、最終的に経済発展が不可欠であり、グローバル化が必要。

2 「家を建てるなら富山」だと思わせるようなPR（予算や環境面の優位性）をもっと行うとよいと思
う。そのためにも、住んでいる人が誇りに思えるスポットがたくさんできればよいのではないか。

3 新幹線開業により懸念されるストロー現象をいかに防ぐかが課題である。

4 職場における子育て施策の計画（一般事業主行動計画）があっても、実際に運用しづらい雰囲気
の会社が結構あるのではないかと思う。

5
外国の方に富山県の良さを伝えるためにも、ふるさと教育は必要だと思う。そのふるさと教育の
一環として、ふるさとの歌づくりを検討していると聞くが、県内、県外、海外に住んでいる富山
県人が心を一つにして歌える歌があればよいと思う。

6 重要犯罪件数の少なさ全国１位は、富山県出身者としても誇りに思える。富山県のPRポイント
として、良いところ、とりわけ治安の良さをもっとPRしてもよいのではないか。

参 考

③
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富山県の現状と課題第3章

1 産業

1. 産業・雇用

■本県は、豊富な電力、工業用水などに支えられ、
アルミ等の金属製品や電気機械、化学などを中心
に、日本海側屈指の工業集積を誇っています。ま
た、素材や部品等を中心とした基礎素材型の業種
の割合が高く、我が国の産業を支える高い技術力
を誇る企業を擁しています。
■こうした、ものづくり技術をさらに発展させる
ため、富山県ものづくり研究開発センターを活用
した効果的な産学官連携ネットワークの仕組みに
よる研究開発、事業化等を一層推進していくこと
が求められています。
■近年、バイオテクノロジー、ロボット、深層水
などの分野で研究開発や事業化が順調に進んでい
るほか、医薬品産業においては、医薬品生産金額
が大幅に増加しており、積極的な設備投資が行わ
れています。
■一方で、長引く国内経済の低迷や日本の産業競
争力が低下するなかで、経済情勢の変化に柔軟に
対応できる産業構造やビジネスモデルの転換が必
要となっており、起業や新分野進出、海外展開な
どへの支援を強化するとともに、環境・エネルギー
や健康・福祉、航空機やロボット、次世代自動車
など今後成長が見込まれる分野への参入を支援し
ていく必要があります。さらに、実践的で高度な
人材の育成などに積極的に取り組むことが求めら
れています。
■また、本県では全国に先駆けて企業立地促進計
画を策定し、医薬品、IT（情報技術）、機械・金属、
健康生活の4業種の関連製造業の立地を促進する
など、地元産業の振興と合わせた地域活性化の車
の両輪として、企業の立地を進めています。北陸
新幹線の開業や伏木富山港のさらなる発展等を見
据え、かつ、東日本大震災後の経済・産業の動向

等も踏まえながら、今後も、本県の優れた技術の
集積や、新幹線開業による企業立地環境の向上効
果、環日本海地域のゲートウェイとしての優位性、
比較的自然災害が少ない本県の特徴等を十分に活
かし、地域産業の振興や企業誘致活動に積極的に
取り組む必要があります。
■一方、2008（平成20）年秋の世界同時不況以降、
雇用環境は厳しい状況が続いており、こうした県
内産業の振興や人材育成、企業誘致等により、県
内経済の活性化に向け、安定した雇用の確保や新
たな雇用機会の創出などに積極的に取り組む必要
があります。

2. 農林水産業

■本県の農業生産は稲作を中心として行われてお
り、近年、生産調整の強化や米価の低迷等により、
農業産出額が減少しています。また、国の制度が
すべての販売農家を対象とする「農業者戸別所得
補償制度」に大きく転換したほか、今後のＷＴＯ
（世界貿易機関）における農業交渉や、ＴＰＰ（環
太平洋経済連携協定）、ＥＰＡ（経済連携協定）な
どによりコメの関税が撤廃されることになれば、
本県農業にも大きな影響を与える懸念がありま
す。
■また、本県の林業経営については、長期にわた
る木材価格の低迷などから極めて厳しい状況にあ
ります。
■水産業については、定置網漁業を中心とする沿
岸漁業が盛んであり、新鮮でおいしい魚介類が水
揚げされていますが、近年は消費者の魚離れが進
み、生産額の減少や生産コストの増大などにより、
漁業経営は厳しい状況にあります。
■今後、産地間競争の激化や就業者の高齢化が一
層進行するなか、経営の効率化や担い手の育成確
保、優良な農業生産基盤の確保、水田利活用、安

活力とやま



027第３章　富山県の現状と課題

総　

論

第
３
章　

富
山
県
の
現
状
と
課
題

3 観光・まちづくり

2 交通・物流基盤

1. 観光

■近年、団体旅行から個人旅行へのシフトといっ
た旅行形態の変化や観光ニーズの多様化が進むな
か、本県では、豊かな自然や食、歴史・文化、ま
ち並みなどの観光資源の発掘・活用や、とやま観
光未来創造塾を中心とした本県観光を担う人づく
りに取り組んでいるほか、2009（平成21）年以降、
３つの観光圏が認定されるなど、広域観光も進め
られています。また、海外での戦略的な観光客誘
致活動やＰＲを展開してきた結果、県内外国人宿
泊者数も増加傾向にあります。
■今後、2014（平成26）年度末までの北陸新幹
線開業も見据え、選ばれ続ける観光地となるよう、
富山らしい魅力ある観光資源のブラッシュアップ
と戦略的ＰＲをさらに推進するとともに、周遊・
滞在型の魅力ある広域観光ルートの形成、おもて
なし力の向上、県産品などのブランド力の強化や
富山の地域イメージの向上などに一層力を入れて
いく必要があります。
■また、海外からの観光客を呼び込むため、これ
まで中心だった台湾や韓国だけでなく、中国、東

南アジア、欧米等など新たな観光市場の開拓に努
めることが求められています。

2. まちづくり

■近年、郊外居住の進行、商業施設や公共施設等
の郊外移転、公共交通の衰退などにより、中心市
街地の空洞化が進み、商店街の衰退や空き家・空
き地の増加などが顕著となっているほか、自家用
車に頼らざるを得ない生活環境にあり、特に高齢
者などにとって、買い物などの日常生活が不便な
状況が生じています。また、大企業の県内支店等
の撤退や消費の一部県外流出など北陸新幹線開業
後のいわゆる「ストロー現象」も懸念されるところ
です。
■中心市街地活性化基本計画などに基づき、中心
市街地の賑わい創出につながる様々な取組みが行
われていますが、今後も中心商店街の活性化、自
家用車に頼らなくてもまちなかで快適に暮らせる
まちづくりなどをさらに推進するとともに、新幹
線開業を見据え、歴史や文化など地域の資源を活
かした、個性的で魅力的なまちづくりを一層進め
ていくことが必要となっています。

■北陸新幹線は2014（平成26）年度末までに金沢
まで開業することとなっており、利便性の向上に
よる経済活動や観光交流の活性化が期待されます。
また、2008（平成20）年７月の東海北陸自動車道
の全線開通をはじめ、県内の高速道路網の整備も
進んでおり、観光や企業立地の面での効果も発現
しています。今後は、三大都市圏から等距離にあ
る地理的優位性や陸・海・空のネットワークを活
かし、中京圏などと環日本海・アジア地域の結節
点として発展していくことが期待されています。
■伏木富山港は、国際コンテナ航路の充実など環
日本海・アジア地域のゲートウェイとして着実に
機能強化がなされ、日本海側の「総合的拠点港」に

も選定されていますが、今後も伏木富山港のポテ
ンシャルを活かした集荷力の向上や航路の充実、
新規物流ルートの開拓、港湾後背地等への物流業
務施設の立地促進などが求められています。
■富山空港については北京便や台北便が新たに就
航するなど着実に発展していますが、北陸新幹線
の開業に伴い東京便との競合が懸念されるところ
です。羽田空港等を利用した全国各地との乗継制
度の拡充や、羽田空港国際化による海外との乗継
ぎにおける利便性の向上により、東京便の路線価
値の向上が期待されており、今後とも国内外との
「空の玄関口」として発展していくことが求められ
ています。

全・安心な農林水産物の安定供給などのほか、農
商工連携や６次産業化を積極的に進めていく必要
があります。また、地産地消の推進、富山の食の

魅力の発信、農産物やさかなのブランド化、県産
材の利用促進などに取り組み、魅力ある農林水産
業を展開していくことが求められています。
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4 子育て、教育

5 多彩な県民活動

1. 子育て

■本県の出生数は、1972（昭和47）年をピーク
にほぼ一貫して減少傾向にあり、2005（平成17）
年以降は毎年９千人を割り込んでいます。少子化
の背景としては、未婚化や晩婚化の進行、夫婦の
出生力の低下、若者の県外流出など様々な要因が
考えられます。
■また、人間関係の希薄化や核家族化の進展に
より、地域での子育て力や教育力が低下している
との指摘もされており、地域ぐるみで子どもを見
守り育てる取組みを一層進めていくことが重要と
なっています。
■今後、勤務形態の変化や子どもの成長過程に応
じた切れ目のない子育て支援、仕事と子育てを両
立できる職場環境の整備、家庭や地域での子ども
の健やかな成長の支援など、総合的な子育て支援
対策に取り組むとともに、子どもを生み育てる世
代である若者が希望を持っていきいきと働き暮ら
せる県づくりを進めていく必要があります。

2. 教育

■本県の全国学力・学習状況調査の結果は概ね
良好ですが、「知識に関する問題」に比べ「活用に
関する問題」については全国平均との差が小さく

なってきており、基礎的な学力の確実な定着とと
もに問題解決能力の育成などが必要となっていま
す。また、児童生徒にきめ細かな指導を充実させ
るため少人数教育を推進するとともに、児童生徒
同士が互いに切磋琢磨する教育環境を整備するこ
とも必要です。
■本県では、科学的な思考力・探究力を伸長させ
るためのとやま科学オリンピックの開催、探究科
学科の設置のほか、ものづくり中核校の設置に取
り組むなど、科学教育・ものづくり教育の充実を
進めています。また、グローバル化の進展など大
きく変化する時代のなかで、ふるさとに誇りと愛
着を持ち、地域や世界で活躍する人材を育てる「ふ
るさと教育」の取組みも進められています。
■今後、富山ならではの質の高い教育を行ってい
くための特色ある取組みである「富山スタンダー
ド」をさらに推進し、学校教育の充実に加え、家
庭や地域など社会全体における教育力の向上を図
ることにより、優れた知性、豊かな心、たくまし
い体のバランスのとれた人材を育成していくこと
が必要です。
■また、高等教育機関については、地域の知の拠
点として、個性豊かで創造的な人材の育成や産学
官連携による共同研究の推進など、積極的に地域
に貢献することが求められています。

1. 芸術文化

■本県では、多彩な芸術文化活動に多くの県民が
参加していますが、引き続き、身近な文化施設等
において、次世代を担う子どもたちや青少年をは
じめ、県民誰もが芸術文化の鑑賞や創造を楽しみ、
芸術文化活動に幅広く参加できる環境づくりを進
めていくことが重要です。
■利賀芸術公園では、国内外から一流の舞台芸術
家が集い、質の高い芸術文化活動が展開されてお
り、今後とも、世界に誇ることのできる舞台芸術

の拠点づくりとその発信を一層推進していく必要
があります。
■また、あらゆる世代の県民がふるさとの文学に
親しむことにより、ふるさと富山の歴史や文化を
理解し、ふるさと富山への誇りと愛着を育めるよ
う、高

こ

志
し

の国
くに

文学館を拠点とした「ふるさと文学」
の振興の取組みを一層推進していくことが求めら
れています。

2. 地域活動、男女共同参画等

■近年、少子高齢化の進展に伴い、生産年齢人口

未来とやま
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6 魅力ある地域づくり
■富山県は、美しい自然、豊かな食、歴史、伝統
文化などたくさんの魅力にあふれる県です。人口
減少、少子高齢化が進むなか、間近に控えた北陸
新幹線の開業なども見据えながら、交流人口拡大
や定住促進の取組みを推進するとともに、県民が
誇りと愛着を持てるような魅力あふれるふるさと
づくりを進めていく必要があります。
■近年、水辺や歴史、文化を活かしたまちづくり
が県内各地で取り組まれているほか、自然景観の
保全、魅力ある都市景観づくりに向けた取組みも
進められています。今後も、自然、歴史、伝統文化、
行事など地域資源を活かした地域づくりや、潤い
や賑わい、楽しみのあるまちづくりを進めるとと
もに、「ゆっくり、ゆったり、心ゆたか」に住まう
スローライフをはじめ、富山の多様な魅力を全国
に発信することによって、観光の振興、交流人口

の拡大につなげていくことが期待されています。
■農山漁村は、豊かな自然や景観、水資源の涵

かん

養
よう

、国土保全等の多面的機能を有していますが、
近年、高齢化や過疎化が進み、集落機能の維持が
困難となるなどの問題が生じています。今後は、
農商工連携による6次産業化や地域資源を活用し
た農林漁業体験などを推進し、農山漁村の活性化
を進めていく必要があります。
■また、本県では、富山県森づくり条例に基づき、
2007（平成19）年４月から導入した「水と緑の森
づくり税」を活用し、里山林や混交林の整備を着
実に進めてきました。2011（平成23）年９月には、
同税を延長・充実する条例改正を行ったところで
あり、今後とも、県民全体で支える森づくりを積
極的に推進していくことが重要です。

が減少し、企業や地域で活躍する人材が少なくな
ることが懸念されるなかで、団塊世代や高齢者の
活躍できる環境の整備、経済的、社会的に自立が
遅れる若者等の支援の強化、地域の様々な課題に
対する解決力を高め、心のふれあいを大切にする
地域コミュニティづくりの推進などが課題となっ
ています。
■ＮＰＯやボランティアによる自主的な活動は着
実に増加していますが、今後も、県民、ＮＰＯ、
企業などが行政と協働して様々な分野で活躍する

「新しい公共」の推進のための取組みや、若者や団
塊世代など幅広い層のボランティア活動等への参
加を促進する必要があります。
■また、男女ともにその個性と能力を十分に発揮
できる社会の実現に向けた男女共同参画の取組み
や、ＤＶ（配偶者等からの暴力）、虐待など人権課
題に対する対策を充実するとともに、地域におけ
る在住外国人との共生や異文化の相互理解など多
文化共生に向けた取組みを推進していくことが必
要となっています。
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8 環境・エネルギー
■本県は、本州随一の植生自然度を誇り、豊かで
清らかな水環境に恵まれています。また、大気や
水質の環境基準の達成状況を見ると生活環境が良
好な状況にあり、住みよい県として高い評価を受
けています。
■しかしながら、廃棄物の排出量はほぼ横ばい
の状況にあるほか、民生部門を中心に温室効果ガ
スの排出量が増加しています。一方、本県では、
2008（平成20）年４月から全国で初めて県内全域
のスーパーマーケット等におけるレジ袋の無料配
布を取りやめるなど、県民参加による環境施策を
推進してきました。今後とも、本県の水と緑に恵
まれた素晴らしい環境を大切な財産として次世代
に引き継いでいくため、県民一人ひとりがエコラ
イフを実践するなど持続的発展が可能な循環型社

会・低炭素社会づくりを進めていくことが必要で
す。
■また、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故
を契機に、国全体で多様なエネルギー源のベスト
ミックスや省エネ構造への転換に向けた議論がな
されるなか、本県においても、水力をはじめとす
るエネルギー基盤を十分に活かしながら、小水力
発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーの導
入を拡大し、県民生活や産業経済活動を支えるエ
ネルギー需給の安定確保を推進する必要がありま
す。
■近年の日本海対岸地域の急速な工業化や都市化
の進展、人口集中等により、漂着ごみ、水質汚濁、
黄砂、越境大気汚染など環日本海地域共通の環境
問題の顕在化が懸念されています。今後とも、日

7 医療、福祉、健康、スポーツ

1. 医療・福祉

■身近な地域で安心して暮らし続けたいという県
民のニーズが増大しています。これまで、身近な
地域で質の高い医療を受けられるよう、医療機能
の連携など医療提供体制の充実や在宅医療を推進
する取組みが行われてきたほか、小規模な民家等
で高齢者、子ども、障害者などを一緒にケアする
共生型福祉拠点の「富山型デイサービス」も着実に
増加してきました。今後も県民ニーズに対応した
医療サービスや、在宅と施設のバランスのとれた
福祉サービスの充実、医療と介護など多様なサー
ビスの連携、地域ぐるみで支え合う福祉コミュニ
ティの形成等に取り組む必要があります。
■一方、勤務環境の厳しい小児科、産科等の診療
科において医師が不足しているほか、病院の看護
体制の充実などから看護職員も不足の状況にあり
ます。さらに介護・福祉従事者についても人手不
足と若者の福祉離れが強くなっており、身近な地
域で質の高い医療、介護・福祉サービスを担う人
材の育成、確保が重要な課題となっています。

2. 健康・スポーツ

■本県では、全国平均よりも速いスピードで高齢
化が進行しており、県民一人ひとりが健康で元気
に自立して暮らせる期間（健康寿命）を延ばすため
の健康づくりや生きがいづくりの取組みが求めら
れています。また、社会経済環境の複雑化に伴い、
ストレスや心の悩みなどこころの健康の問題を抱
える人が増加しており、身体面だけでなくこころ
の健康づくりを推進していくことが必要です。
■本県は、県民の運動・スポーツ習慣が必ずしも
定着しておらず、また、児童生徒の体力・運動能
力は、1985（昭和60）年頃をピークに低下傾向に
あります。今後とも、県民がスポーツに親しむこ
とのできる環境づくりを一層推進するとともに、
学校や家庭、地域が一体となって児童生徒の体力
向上に取り組んでいく必要があります。
■また、全国や世界の檜舞台で活躍できるトップ
アスリートを育成するため、これまで以上に選手
の強化を進めるとともに、県民みんなで応援する
環境をつくっていくことが求められています。

安心とやま
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9 安全・安心な暮らし

本海側唯一の国際連合機関として本県に設置され
ている北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）
の活動支援や、（財）環日本海環境協力センター（Ｎ

ＰＥＣ）と連携した調査・研究などを通じて、環
日本海地域における環境協力を積極的に推進して
いく必要があります。

■本県は、台風や地震などの災害が比較的少なく、
出火率が20年連続で全国最小となっているほか、
犯罪率の低さや持ち家率の高さなど、安全・安心
で暮らしやすい県であるといえます。
■地域の安全・安心を確保するため、自主防災組
織や消防団、住民が主体となった民間パトロール
隊や学校安全パトロール隊などの活動が大きな役
割を果たしており、今後とも、こうした地域ぐる
みの取組みの充実が求められています。
■交通事故死者数は減少傾向にありますが、高齢
社会の進展に伴い、全死者数に占める高齢者の割
合は５割以上と高くなっています。また、消費生
活相談件数は減少傾向にあるものの、消費者トラ
ブルの内容が複雑・多様化し、高齢者や若者など
の被害が増加しています。
■さらに、人口減少・少子高齢化の進展、環境や
まちづくり等の観点を踏まえ、鉄道、路面電車、
バスなど、県民の日常生活を支え地域づくりの推
進にもつながる地域公共交通の維持・活性化を

図っていくことが必要となっています。
■一方、災害が少ないと言われる本県も、古くか
ら河川の氾濫など自然災害との闘いを繰り返して
きました。近年は、集中豪雨や高波などによる被
害も発生しており、水害・土砂災害等から県民の
生命・財産を守る治山・治水・砂防・海岸保全等
の施設整備や森林・農地保全の推進について、引
き続き取り組んでいくことが必要となっていま
す。また、防災施設や橋梁等の老朽化が進むなか
で、施設の長寿命化を図るなど、公共施設の計画
的な維持管理が求められています。
■さらに、東北・関東地方に大きな被害が生じた
東日本大震災の教訓を生かして、発生した被害を
最小限に食い止める「減災」の考え方を重視し、地
震・津波対策や原子力災害対策の充実、治山・治
水対策の充実や地域の防災活動体制の充実強化、
防災教育による県民意識の向上など、防災対策に
ついての基本的な見直し・拡充を図る必要があり
ます。
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富山県の目指すべき将来像第4章
1 県づくりの３つの視点
■国内外の社会経済情勢が大きく変化するなかに
あって、富山県は、今後、優れた基盤を十分活か
しながら、新しい時代を先導するトップランナー
として一層の飛躍を目指すとともに、我が国全体
の発展はもとより、国際社会での存在感を高め、
世界の平和と発展に貢献していくことが極めて重
要です。
■また、グローバル化が進み、世界的な規模での
人、モノ、情報の交流がますます活発となるなか
で、生まれ育った地域との関係が希薄になり、や
やもすれば若者たちが根無し草のようになりかね
ない状況にあります。このようなときこそ、自分

が生まれ育ったふるさとに誇りや愛着を持ち、家
族や地域との絆を大切にしながら、自分で考え、
先見性を持ってたくましく未来を切り拓いていく
人材を養成することが必要です。
■こうしたことから、この計画では、今後の県づ
くりにおいて特に重要となる３つの視点を提示し
ます。これらの視点は、今後10年を見据え、富
山県が一層の発展を遂げるために不可欠なキー
ワードともいうべきものであり、県づくりの目標
に向かって諸政策を展開するにあたり、常にこう
した視点を中心に据えながら取り組んでいくこと
とします。

～視点①～

『人材』

●先行きが極めて不透明な時代にあって、ものづくりや農林水産業、観光・地域づ
くり、医療・福祉など様々な分野において活躍する有為な人材は、県づくりの根
本となる最も重要な財産です。夢や情熱をもって取り組む人材がいるかいないか
によって、その分野の発展が左右されると言っても過言ではありません。

●経済・社会の目まぐるしい変化にも対応できる柔軟性と高い志、広い視野、先見
性を持って、これからの富山県や日本の発展を支えるとともに、グローバルな舞
台でも活躍できる、創造性と行動力にあふれる人づくりを進めていきます。

～視点②～

『環日本海・
アジア新時代』

●中国・ロシアをはじめとした新興国が著しく興隆し、本県においても、これらの
国との経済交流の活発化、定期航路の充実、外国人観光客の増加など、ここ数年
で大きな変化が見られます。

●こうしたなか、本県では、これまで、主に「環日本海」地域に目を向けて取組み
を進めてきましたが、今後は、グローバル化の一層の進展を踏まえ、環日本海の
枠を超えて、世界全体に視野を広げていく必要があります。とりわけ、アジア地
域は、近年めざましい発展を遂げており、環日本海地域も含め、まさに本格的な
「環日本海・アジアの時代」の到来が見込まれています。
●これからは、世界やアジアの中での富山県の位置づけを常に念頭に置きつつ、県
民が県内のみならず国内外で行う活動によって生み出す、トータルの県民所得を
どう最大化していくかという観点にも立って、成長著しい環日本海・アジア地域
の成長エネルギーを取り込みながら、ともに発展していくことにより、新たなと
やまの未来を拓きます。

～視点③～

『ふるさと』

●ふるさとは県民の生活、活動の場であり、心の拠り所にもなるものです。若者の
地元定住志向が高まり、ふるさとや伝統を大切にする気運の高まりも見られます。
また、東日本大震災は、安全・安心に暮らすことのできる「ふるさと」の存在が
いかに大切であるかということをあらためて認識する契機となりました。

●グローバル化が一層進展するなかで、県民がふるさとの魅力を知り、理解を深め
るとともに、ふるさとへの誇りと愛着を育みながら、そこを舞台に誰もが快適に
暮らせる県づくり、力強く生きていける社会づくりを進めていきます。
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2 目指すべき将来像と計画の基本理念（目標）
■「元気とやま創造計画」では、富山県の目指す
べき将来像として、「活力とやま」「未来とやま」「安
心とやま」を設定し、県民誰もが、自らの個性や
能力を発揮しながら、夢と希望を持っていきいき
と働き、安心して暮らせる県の実現を図ってきま
した。
■これらの３つの目指すべき将来像については、

社会経済情勢が大きく変化するなかにあっても揺
るがない、県づくりの根本となる基本的方向を示
すものであり、この計画においても、引き続き堅
持します。そして、先に示した県づくりの視点な
ど新しい観点も盛り込みながら、時代の変化に対
応した政策を展開し、富山県の一層の発展を図っ
ていきます。

■富山県は、8世紀に越中国守で赴任した大伴家
持に代表される越中万葉の時代以来、約1300年
の歴史を有しています。この間、先人の英知と努
力によって、水害や豪雪など多くの困難を克服し、
美しい自然と調和のとれた豊かな環境、特色ある
文化、日本海側屈指の多様な工業集積などを有す
る、今日の誇れる富山県を築いてきました。また、
厳しい風土に揉まれながら、勤勉で粘り強い県民
性や積極進取の気性、豊かな創造力とたくましい
行動力が育まれてきました。
■経済・社会がめまぐるしく変化するなかにあっ
て、新しい時代に向けた元気な県づくりを進める
にあたっては、本県の源泉ともいえるこうした歴
史や伝統、特長などを十分に活かしながら、県と
県民、企業、地域の団体、市町村など様々な主体
が一体となり、それぞれが高い志を持って、取組
みを進めていくことが何よりも重要です。
■この計画がスタートする2012（平成24）年は、
日本最古の歴史書である古事記が編纂されて、

ちょうど1300年にあたります。古代、富山県を
含む北陸一帯は越

こしのくに

国と呼ばれ、古事記では「高志」
と表記されていました。
■このような古からの悠久の歴史に思いを馳せつ
つ、今を生きる私たちの手で富山県の明るい未来
を拓いていくため、県民一人ひとりが高い志を胸
に、豊かな発展の可能性を開花させ、実を結ばせ
ていかなければなりません。それによって初めて、
「活力」にあふれ、「未来」への希望に満ちた、「安心」
して暮らせる県、すなわち、誰もがいきいきと輝
いて働き暮らせる、元気なふるさと富山の実現が
可能になると考えます。
■このため、この計画では、
「　みんなで創ろう！　人が輝く　高

こ

志
し

の国
くに

　」
を計画の基本理念（目標）として設定し、これを新
しい時代に向けたいわゆる「キャッチフレーズ」と
して、県民の皆さんと共有しながら、一緒になっ
て県づくりを進めていきます。

活力とやま
勤勉で進取の気性に富む人材、
恵まれた自然、交通・情報通信
基盤、産業集積などを活かし、
創意工夫、意欲ある取組みが展
開されている「活力」あふれる県

未来とやま
明日を担う人材が健やかに育ま
れ、多彩な県民活動、美しい県
土づくりが進められている「未
来」への希望に満ちた県

安心とやま
豊かな自然や生活環境を活か
し、住み慣れた地域の中で、健
康で快適に、安全で「安心」して
暮らせる県

【基本理念（目標）】

みんなで創ろう！　人が輝く　高
こ

志
し

の国
くに

̶̶活力、未来、安心のふるさと̶̶
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3 目指すべき将来像の実現に向けた政策

1. 基本政策及び重要政策

■目指すべき将来像の実現に向け、60の基本政
策及び目標を設定するとともに、各政策を共通し
て支える重要政策を設定します。

■これらの政策は、今後、各施策・事業を企画・
立案し、展開していくにあたっての指針となるも
のであり、県民の視点に立ち、各行政課題に効果
的に対応する観点から設定をしたものです。

人づくり
基本政策を支える重要政策

安
心
と
や
ま

未
来
と
や
ま

活
力
と
や
ま

人人人人人人人人人人づくりづくくりりりづくくりりりづくくりりりづづづづづづ
基本基本政策政策を支を支えるえる重要重要政策政策るるるる重重重重重要重要要要要要政政政政策策策策るる重要政政策策基基基基基本基本本本政政策策ををををを支を支基基基本本 をを支

60の基本政策は、特定の行政課題に対応するための方策をまとめて示しています。例えば、
「家庭・地域・職場における子育て支援」の政策については、「子育て家庭に対する支援」や「地
域における子育て支援」のほか、「母と子の保健医療等の充実」「仕事と子育ての両立支援」「子
育て支援の気運の醸成」といった、複合的な施策から成り立っています。

政策体系

●「活力とやま」、「未来とやま」、「安心とやま」の３つを柱として基本政策を体系
化します。

●また、これらの政策の実施により元気な富山県を創っていくにあたり、最も重要
なのは「人」です。すべての政策は、最終的にはそれぞれ「人」の活躍により実現
するものであり、経済・産業、教育・文化、医療・福祉など、それぞれの分野を
担う人材を育成していくことが県づくりの根幹となります。このため、「人づくり」
を基本政策を支える重要政策として位置づけることとします。
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基 本 政 策

●本県の持つ知恵と高度な技術を活かし、新たな成長産業の育成やものづくり産業
の高度化、企業立地、農林水産業の振興などを進め、本県産業の活性化を図ると
ともに、若者から高齢者まで県民がいきいきと働ける雇用機会を提供します。

●また、北陸新幹線の開業や本格的な環日本海・アジアの時代の到来も見据えなが
ら、交流・物流ネットワークの形成を図るとともに、観光振興や魅力あるまちづ
くりなどに取り組み、活力ある県づくりを進めます。

Ⅰ　競争力のある力強い産業の振興
１ 新たな成長産業の育成
２ 未来を拓く起業チャレンジへの支援
３ 産学官連携によるものづくり産業の高度化
４ 企業立地の促進
５ 中小企業の振興
６ デザインの振興と活用

７ 商業・サービス業の振興と賑わいのあるまちづ
くり

８ 雇用の確保と人材の育成
９ 環日本海・アジアなど海外ビジネス展開の促進
10 農業生産の振興
11 森林の整備と林業の振興
12 水産業の振興

Ⅱ　環日本海・アジア新時代に向けた
　　交流・物流ネットワークの形成

13 北陸新幹線の整備促進と新幹線駅を核とした交
流拠点づくり

14 空港・港湾の充実など交流・物流ネットワーク
の形成

15 利便性の高い道路ネットワークの整備
16 情報通信基盤の充実と活用
Ⅲ　活力あるまちづくりと観光の振興
17 快適で活力ある魅力的なまちづくり
18 中心市街地の賑わいの創出
19 選ばれ続ける観光地づくり
20 国際観光の推進
21 富山のブランド力アップ

活力とやま

●未来を担う次世代の育成を支援し、知性に優れた、心豊かでたくましい人材づく
りを進めます。

●また、若者、女性、高齢者等が能力を十分に発揮して一層の活躍ができる社会づ
くりを進めるとともに、芸術文化の振興、ＮＰＯなど多様な県民活動の推進、美
しい景観づくりや豊かな森づくりなどに取り組み、未来に向けた魅力あふれるふ
るさとづくりを進めます。

Ⅰ　未来を創る子育て支援と教育の充実
１ 家庭・地域・職場における子育て支援
２ 学校、家庭、地域で取り組む子どもの成長支援

３ 子どもの可能性を引き出し才能や個性を伸ばす
教育の推進

４ 子どもの健やかな成長を支え元気を創造する教
育の推進

５ 大学教育・学術研究・科学技術の振興
６ 生涯をとおした学びの推進
７ ふるさとを学び楽しむ環境づくり
Ⅱ　一人ひとりが輝く多彩な県民活動の推進
８ 芸術文化の振興
９ 多様な主体による社会貢献活動の推進

10 若者の自立促進とチャレンジ支援
11 男女共同参画の推進と女性の能力の発揮
12 元気な高齢者の活躍の場の拡大
13 人権を尊重し心がふれあう地域社会の形成
14 グローバル社会における地域づくり・人づくり
Ⅲ　ふるさとの魅力を活かした地域づくり
15 交流人口の拡大、定住・半定住の促進

16 自然、歴史、伝統文化など地域の魅力の継承・
再発見

17 地域の個性を活かした景観づくり・まち並みづ
くり

18 農山漁村の活性化
19 豊かな森づくり・花と緑の地域づくり

未来とやま
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重 要 政 策

子
ど
も

テーマ：将来を担う人材の基礎づくり
●優れた知性、豊かな心、たくましい体を持った子どもの育成
●変化する社会に果敢にチャレンジし、困難にくじけない子どもの育成
●ふるさとに誇りと愛着を持ち、家族や地域の絆を大切にする子どもの育成

若　

者

テーマ：成長と自立、社会参加・社会貢献の促進
●若者がたくましく成長するための支援
●若者の職業的自立の支援
●若者の社会の一員としての自立の促進

働
き
盛
り

テーマ：能力を発揮できる環境づくり
●経済・産業の発展を支える人材が能力を発揮できる環境づくり 
●コミュニティを支え、地域活性化の中心となる人材が育つ環境づくり 
●女性の意欲と能力が活かされる環境づくり

高
齢
者

テーマ：エイジレス社会の実現に向けた活躍の場の拡大
●元気な高齢者の就業・起業支援 
●高齢者の地域貢献活動の支援 
●高齢者の知識や経験、技能の継承

●地域における医療・福祉の充実、自然環境・生活環境の保全やエネルギー需給の
安定確保、災害に強い県土づくりや防災体制等の充実、安全なまちづくりなどを
推進し、県民が住み慣れた地域において、健康かつ安全・安心で、快適に暮らせ
る県づくりを進めます。

Ⅰ　いのちを守る医療・福祉の充実と
　　健康づくり

１ 地域の保健・医療・福祉の連携強化と共生社会
の形成

２ 医療提供体制の充実
３ 健康づくりと疾病対策の推進
４ 高齢者福祉の充実
５ 障害者福祉の充実
６ 食の安全確保と地産地消・食育の推進
７ スポーツの振興

Ⅱ　次世代へつなぐ豊かで快適な環境の保全
　　とエネルギー対策の推進
8 循環型社会と低炭素社会づくりの推進
9 自然環境の保全
10 生活環境の保全

11 水資源の保全と活用

12 多様化、効率化を通じたエネルギー需給の安定
確保

Ⅲ　災害に強い県土づくりと
　　安全・安心な生活の確保
13 生活交通の確保
14 住生活の向上
15 雪に強いまちづくり
16 県土保全の推進
17 防災・危機管理体制の充実
18 地震防災対策の充実

19 防犯・交通安全対策の推進による安全なまちづ
くり

20 消費生活の安全の確保

安心とやま

●「活力」「未来」「安心」の政策を着実かつ強力に実行し、目標を達成するため、現
在及びこれからの富山県を支える人づくりを、あらゆる世代において進めていき
ます。（詳細については、第2編第3章参照）

人づくり
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2. 県民の幸福度を高める政策展開

■この計画では、「活力とやま」「未来とやま」「安
心とやま」を政策の柱とし、60の基本政策とこれ
らを支える重要政策「人づくり」などを展開するこ
とにより、県民一人ひとりが輝き、いきいきと働
き暮らせる県づくりを進めていくこととしていま
す。
■今後の政策の展開にあたっては、県政の最終的
な目標は県民の幸せの充実であり、県民の幸福度
を高めるための環境整備を図っていくことが県政
の使命であるという原点を忘れずに取り組むこと
が重要です。また、その際には、今を生きる県民
の幸福度のみでなく、次の世代の県民の幸福度も
高めていくという視点を大切にする必要がありま
す。（幸福度に関する現状については、第２章３
参照）
■このため、この計画では、前述した内閣府の研
究会で提示された体系と指標や、法政大学大学院
の都道府県別幸福度ランキングで使用された指標
を参考にしながら、本県における幸福度に関連の
深い指標をまとめた「とやま幸福度関連指標」を試

みに提示しました。（下表参照）
■もとより、幸福の感じ方は人それぞれによって
千差万別であり、行政が県民それぞれにとっての
幸せを固定的なものとして決めつけたり、押しつ
けたりするものでないことは言うまでもありませ
ん。また、幸福に対するウェイトの置き方も個々
人のライフステージや個別の事情、地域性などに
よって異なっていることから、この指標を絶対的
なものとして捉えることは適切ではありません。
今回提示した指標は、あくまでも県民の皆さんの
幸福度を測るための一つの尺度にすぎず、その結
果を参考に、行政の進むべき方向を見極めるため
の道しるべとして位置づけるべきものです。
■今後、これらの点を十分に踏まえたうえで、「と
やま幸福度関連指標」についてさらに研究を重ね
てブラッシュアップしていくとともに、こうした
指標を大いに参考にしながら、本県の強みをさら
に磨き伸ばし、弱い点は克服して、県民の幸福度
を高めるための政策を積極的に展開し、あわせて
本県の魅力のＰＲやイメージアップにもうまくつ
なげて、日本で最も幸せを実感できる県として評
価されるよう、不断の努力を続けていきます。

柱 指　　　　　　　標 富山県数値 順位
主観的
幸福感 主観的幸福感（今後、調査）

経
済
社
会
状
況

基
本
的
ニ
ー
ズ

生活保護被保護実人員比率 2.5‰ 1

食料自給率 77％ 11

食品表示が適正な店舗の割合 95.2％

自主衛生管理に関する講習会（食の
安全アカデミー）の受講者数（累計） 25人

消費生活相談解決率 98.7％

１世帯当たり負債現在高 437万円 20

１世帯当たり貯蓄現在高 1,701万円 20

住
居
・
居
住
環
境

住み良さに関する意識（今後、調査）

持ち家比率 78.3％ 1

１人当たり畳数 17.62畳 1

下水道普及率 78.6％ 8

住宅の耐震化率 68％

高齢者が居住する住宅のバリアフ
リー化率 40％ 4

刑法犯認知件数（人口１万人当たり） 61.1件 6

交通事故発生件数（人口１万人当
たり） 47.2件 16

気管挿管及び薬剤投与が可能な救
急救命士数 77人

柱 指　　　　　　　標 富山県数値 順位

経
済
社
会
状
況

住
居
・
居
住
環
境

都市公園の面積
（都市計画区域内人口比） 14.5㎡ 10

低床バス導入割合 28.1％ 11

市街地の道路網密度 1.86㎞ 13

高速道路の利用しやすさ 20IC

道路の走りやすさ割合 67.8％ 10

市街地ゆとり歩道割合 77.6％

良好な景観形成が必要な道路の無
電柱化率 50.1％

冬期走行しやすさ割合 51.1％

教
育
・
子
育
て

合計特殊出生率 1.42 33

産婦人科・産科医数（出生千人当たり） 12.1人 6

小児科医数(小児人口１万人当たり) 11.1人 6

授業が分かると答える生徒の割合 60.1％

県立学校の耐震化率 71.5％

子どもの教育において、家庭が役
割を果たしていると思う人の割合 10.6％

いじめの認知件数（千人当たり） 小5.8件
中9.2件

保育所入所待機児童数 0人 1

病児・病後児保育事業実施箇所数 57か所

■とやま幸福度関連指標



038 第１編　総　論

柱 指　　　　　　　標 富山県数値 順位

経
済
社
会
状
況

教
育
・
子
育
て

延長保育実施保育所数 210か所

休日保育実施保育所数 50か所

放課後子ども教室等を実施してい
る小学校区の割合 98.0％

育児休業取得率 男1.1％
女91.6％

一般事業主行動計画を策定・届出
済みの中小企業数（累計） 1,315社

家や図書館で１日10分以上読書
する児童生徒の割合

小6  66.6％
中3  47.8％

7
30

雇　
　
　
　
　

用

仕事の充実感（今後、調査）

正社員比率 66.4％ 1

有業者の平均継続就業期間 14.6年 17

欠損法人比率 74.3％ 17

女性の管理職比率 4.8％ 30

継続就業希望者比率 80.5％ 9

若者の就業率 64.8％ 1

有業率 62.4％ 6

完全失業率 3.9％ 4

離職率 28.5％ 6

30歳から34歳の女性の就業率 74.1％ 3

65歳から69歳の就業率 40.5％ 11

障害者雇用比率 1.65％ 26

作業所（障害者）の平均工賃月額
の実績 11,577円 32

実労働時間当たり労働災害率 1.09％ 5

健　
　
　
　
　

康

身　
　

体

NICUの病床数(出生千人当たり) 2.4床 17

10万人当たり老衰死亡者数 40.5人 25

介護を必要としない高齢者の割合 83.4％ 19

特別養護老人ホーム待機者数 2,034人

精　
　

神

自殺死亡率（人口10万人比） 23.0人 20

悩みやストレスのある者の率 39.3％ 32

悩みやストレスを相談したいが誰
にも相談できないでいる者の率 5.3％ 36

身
体
・
精
神
共
通

健康に関する自己評価
（今後、調査）

平均寿命（男） 79.07歳 12

平均寿命（女） 86.32歳 7

健康寿命 男76.67歳
女80.62歳

１人当たり医療費 278千円 20

医師数(人口10万人比) 241.0人 21

看護職員数(人口10万人比) 1,362.5人 19

災害拠点病院、救命救急センター
の耐震化率 57.1％ 30

手助けや見守りを要する者の率 5.8％ 43

小規模多機能型居宅介護事業所数 48か所

富山型デイサービス施設設置数 86か所

柱 指　　　　　　　標 富山県数値 順位

健　
　
　
　
　

康

身
体
・
精
神
共
通

訪問看護ステーション数
（人口10万人比） 3.38か所 41

グループホーム・ケアホーム（障
害者）利用者数（人口１万人比） 4.2人 34

ケアネット活動の取組み地区数 218地区

ホームヘルプサービス（障害者）
利用者数（人口１万人比） 4.2人 47

生活や就労に必要な訓練や介護な
どの「日中活動を支援する事業所」
利用者数

4,077人

運動習慣のある人の割合 男36.5％
女23.6％

量、質ともにきちんとした食事を
する人の割合 63.7％

成人の喫煙率 男33.4％
女10.5％

児童・生徒の朝食欠食割合 小5  0.8％
中2  1.9％

栄養バランスの改善度合
　脂肪からの摂取エネルギー比率
　（20歳代）
　脂肪からの摂取エネルギー比率
　（30歳代）
　野菜摂取量
　食塩摂取量

28.0％

26.6％

294.9g
11.3g

スポーツ指導者数（人口１万人比） 21.5人 2

関　
　

係　
　

性

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

１日の休養・くつろぎ時間 125分 32

総実労働時間 151.7時間 32

ボランティア活動者数 61,108人

災害救援ボランティアコーディ
ネーター登録者数 50人

ＮＰＯ法人認証数(累計)(人口10
万人比) 27.5法人 35

ＮＰＯと県との協働事業数 50事業

地域社会で活動する高齢者の人数 277人

外国人留学生数（学生数比） 4.9人 15

文化に関する国際交流事業数
（派遣、招聘別）

派遣13件
招聘16件

1日の趣味・娯楽時間 169分 10

1年間に生涯学習を行ったことが
ある人の割合 32.2％

総合型地域スポーツクラブへの加
入者数 39,640人

生涯学習の人口10万人当たり年
間開催講座数（うち民間講座数）

978（590）
講座

家
族
等
と
の

つ
な
が
り

未婚率 22.8％ 4

三世代同居世帯の割合 16.1％ 5

地
域
・
社
会
と
の
つ
な
が
り

現在の居住地での継続居住希望
（今後、調査）

転入率 1.16％ 42

若者の県内への定着率 82.4％ 24

富山県での定住・半定住に関する
相談件数 359件

県情報を希望する登録者数 850人
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柱 指　　　　　　　標 富山県数値 順位

関　
　

係　
　

性

地
域
・
社
会
と
の
つ
な
が
り

交際費比率 5.9％ 34

地域活動に参加している人の割合 65.9％

子どもの地域活動体験率 小6  77.7％
中3  43.4％

5
11

地域ぐるみ除排雪を推進している
地区数 270地区

学校給食での地場産食材使用割合 30％以上

上下100Mbps以上の
超高速ブロードバンドサービスの
世帯カバー率

67.7％

自
然
と
の
つ
な
が
り

植生自然度 30.0％ 3

自然公園面積割合 28.2％ 5

ライチョウ生息数（立山地域） 284羽

県内に自信をもって誇れるものが
たくさんあると思う人の割合 28.2％

地域の魅力づくりに取り組む
ＮＰＯ法人数 44法人

地域文化に関係するボランティア
活動者数 13,430人

農村環境の保全を目指す集落数 1,247集落

農林漁業等体験者数 42,300人

森林整備延べ面積（累計） 25,144ha

里山林の整備面積（累計）
と整備率

1,296ha
29％

混交林の整備面積（累計）
と整備率

693ha
33％

県民参加による森づくりの年間参
加延べ人数 10,262人

花と緑の指導者数 2,023人

花と緑のグループ等が育成する花
壇数 2,471か所

ナチュラリストの認定者
ジュニアナチュラリストの認定者

727人
243人

柱 指　　　　　　　標 富山県数値 順位

持
続
可
能
性

世帯当たりのエネルギー消費量の
削減率（2002〈H14〉年基準）

11.3％
削減

事業所ビル等の延床面積当たりの
エネルギー消費量の削減率
（2002〈H14〉年基準）

9.2％
削減

小水力発電所の整備箇所 16か所

一般廃棄物再生利用率 20.5％ 21

産業廃棄物減量化・再生利用率 95.6％

大気環境基準の達成率 100％

10万人当たり公害苦情件数 36.1件 5

水質環境基準の達成率（河川） 100％ 1

地下水揚水量の適正確保率 100％

水文化に関する活動に取り組んで
いる団体数 182団体

文　
　
　
　

化

文化会館数（人口100万人比） 28.9館 1

博物館数（人口100万人比） 31.6館 3

1世帯当たり新聞発行部数 1.12部 2

公立図書館蔵書数（人口100人比） 422.1冊 9

書籍雑誌購入額 16,758円 7

芸術文化に親しむ機会が充足され
ていると思う人の割合 19.5％

県立文化ホールの利用率 64.2％

防　
　
　
　

災

出火率（人口１万人比） 2.01件 1

自主防災組織の組織率 66.2％ 36

消防団員数（人口１万人比） 88.0人 24

津波ハザードマップの作成市町 １市 

河川整備率 54.9％

土砂災害危険箇所の整備率 31.9％

海岸整備率 80.6％

財
政 義務的経費比率 41.1％ 9

150指標（うち全国比較可能指標75指標）

「とやま幸福度関連指標」の考え方

（1）　内閣府の研究会が提示している柱立て（経済社会状況、心身の健康、関係性（地域社会や自然とのつながり）、持続可
能性）に沿って体系化した。
　ただし、内閣府研究会や法政大学の指標化の観点には取り上げられていない「文化」「防災」などの切り口を独自に追
加することとした。

（2）　法政大学の都道府県別幸福度ランキングで使用された40指標は原則として採用することとした。
　ただし、このうち、①保育所収容定員比率、②１人当たり老人福祉費、③10万人当たり病床数、④１人当たり地方
債残高については、より適切な他の関連指標で代替するため、使用するのは36指標。

（3）　さらに、内閣府研究会が提示している132指標を参考に、県民参考指標の中から特に幸福度に関連の深い指標を追加
して設定した。また、主観的な指標等も含めて、体系の項目ごとに適切な指標がない場合は、県民参考指標外からも
設定した。

（4）　この結果、上記の150の指標（うち、全国比較可能なものは75指標、今後調査する幸福感等に関する主観的指標は５
指標）を設定した。

 ※ 　なお、全国比較可能な指標の富山県数値の欄には、全国との比較ができる直近のデータを記載しており、県民参考
指標の現況の数値とは必ずしも一致していない。
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3. 重点戦略

■県民一人ひとりが輝いて生きられる元気な富山
県を実現するため、各分野における政策をしっか
りと展開していくことが重要ですが、一方で、本
県の財政状況が大変厳しいなかで、時代の変化や
県政の重要課題に迅速かつ的確に対応し、県民の
幸福度を高めていくためには、県民ニーズ等も踏
まえつつ、本県の発展に不可欠な取組みを重点的
かつ戦略的に進めていく必要があります。
■このため、こうした本県の発展や県民の幸せの
充実のために不可欠な最重要政策課題であって、

県民にとって緊要度が高く、最優先に取り組むべ
きものを「重点戦略」として厳選し、政策のメリハ
リをもたせて計画を推進していきます。
■「重点戦略」は、政策体系を越えた横断的な取
組み（複数の政策の中の取組みを横断的、有機的
にとらえたもの）として構築しており、「とやま幸
福度関連指標」も参考にしながら、県民の幸せの
充実のため、効果的に展開していくこととしてい
ます。
■具体的には、以下の５つの戦略を実施していき
ます。

1
グローバル競
争を勝ち抜く
環日本海・ア
ジア戦略

　本格的な環日本海・アジアの時代を見据え、本県の地理的優位性や産業の強みを活
かしながら、県内企業の海外展開とものづくり産業の高度化を積極的に推進し、本県
産業の持続的発展と国際競争力の向上を目指します。
戦略の体系（項目）
❶海外ビジネスの展開の促進
❷ものづくり産業の高度化
❸とやまの魅力創出とブランド力強化
❹環日本海・アジアの交流拠点としての交通・物流ネットワークの整備
❺グローバル社会における地域づくり・人づくり

2
少子高齢化・
人口減少社会
における活力
創造戦略

　本格的な少子高齢化・人口減少の時代を迎えるなかで、若者、女性、高齢者がそれ
ぞれの力を十分発揮して活躍できる環境づくりを進め、経済社会、地域社会の両面で
活力が持続的に創造される県づくりを目指します。
戦略の体系（項目）
❶若者がいきいきと働き暮らせるための支援
❷女性が力を十分発揮できる環境づくり
❸元気な高齢者がもっと活躍できるエイジレス社会（生涯現役社会）の実現に向けた
環境づくり

3
災害に強い
「日本一の安
全・安心県」
戦略

　東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を重視
しながら、災害に対する予防対策から応急、復旧対策までの総合的な対策を展開し、「日
本一の安全・安心県」づくりを推進します。
戦略の体系（項目）
❶防災・減災のための体制づくり
❷災害に強い県土づくり
❸命や健康をまもる応急対策
❹生活再建のための復旧対策
❺災害に対応できる人づくり

重 点 戦 略 ※詳細については第２編第１章参照
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4
環日本海地域
の「環境・エ
ネルギー先端
県」戦略

　地球規模での環境問題や、東日本大震災を契機としたエネルギー構造転換への対応
が課題となるなか、良好な環境を保全するための総合的な取組みと、本県の地域特性
を活かした再生可能エネルギーの導入・活用などを積極的に進め、「環境・エネルギー
先端県」の実現を目指します。
戦略の体系（項目）
❶循環型・低炭素社会づくりの推進
❷県民総参加によるエコライフの実践
❸安全で快適な環境の確保
❹国際環境協力の推進
❺地域特性を活かした多様な再生可能エネルギーの導入・効率的な活用

5
いつまでも、
みんな元気
「健康先進県」
戦略

　高齢化が一層進展し、県民の健康や医療等に対する関心が高まるなかで、本県の優
れた基盤を活かしながら、県民がいつまでも健康で元気に暮らすことのできる社会づ
くりに積極的に取り組み、「健康先進県」の実現を目指します。
戦略の体系（項目）
❶いつまでも元気に自立して暮らすための健康づくりの推進
❷先進的な疾病予防の推進や健康管理の充実
❸富山の資源を活かした健康の増進
❹「くすりの富山」の伝統を活かした健康づくり
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4 2020年代初頭に期待される富山県の姿
■これまでに述べた政策や重点戦略の推進によ
り、概ね10年後の2020年代初頭には、以下のよ
うな、県民一人ひとりが輝き、幸せを実感しなが

ら働き暮らせる、元気な富山県の姿が想定され、
名実ともに幸福度日本一の県が実現することが期
待されます。

●産学官連携による研究開発が活発に行われ、ものづくり産業や医薬品産業が力
強く本県経済を牽引しているとともに、次世代自動車や航空機など新しい時代
を担う新たな産業や成長性の高い産業が次々と生まれています。また、中小企
業の知恵と技術を活かした新たな事業展開や海外進出が活発に行われていると
ともに、国内外から技術力・競争力の高い企業が数多く進出しています。さら
に、県内企業のニーズに応じた人材育成が行われ、個々人の意欲と能力に応じ
た多様な雇用の機会が確保されており、県外で学んだ後に本県にＵターンする
若者も増えています。

●幅広い世代の人が農林水産業に従事し、良質で安全な県産の農林水産物が安定
的に供給されるとともに、他の産業との連携を深めるなど積極的な経営が展開
されています。また、県民ぐるみで県産品を積極的に活用する気運が醸成され、
多くの県民が県産食材を消費しています。

●北陸新幹線や富山空港を利用して、ビジネスや観光など多くの人が行き来して
います。伏木富山港や県内の高速道路網などが整備され、環日本海・アジア地
域の拠点として、国際的な物流、経済交流、海外ビジネス展開が活発に行われ
ています。

●地域の個性、魅力があふれ、快適で暮らしやすいまちが形成されており、特色
ある商店街に多くの買物客が訪れるなど中心市街地が賑わいを見せています。
本県の魅力が多くの人たちから評価され、国内外から多くの観光客が訪問・滞
在しています。また、優れた商品や農林水産物が「とやまブランド」として全
国で知られ、魅力的な県のイメージが定着しています。

活　力
とやま
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●仕事と子育てが両立できる職場づくりが進むなど、子どもを生み、育てやすい
環境が整備され、良好な環境のもとで子どもや若者が健やかに成長しています。

●学校、家庭、地域の密接な連携・協力のもと「富山スタンダード」の推進によ
る富山県ならではの質の高い教育が行われ、子どもたちの優れた知性、豊かな
心、たくましい体が育まれるとともに、自らの可能性、才能や個性を発揮し、チャ
レンジ精神を持って未来を切り拓いていく力が身についています。また、若者
をはじめ多くの県民が郷土の歴史や文化などについての理解を深め、ふるさと
への誇りと愛着を持って地域社会や国際社会で活躍しています。

●大学等の高等教育機関を中核として、国内外に誇れる人材育成・学術研究の拠
点が形成されています。また、環日本海・アジア地域などから多くの優秀な外
国人留学生が県内に受け入れられ、県内企業の海外展開や研究開発等を担う人
材として活躍しています。

●芸術文化活動に多くの人が参加し、アジアを代表する舞台芸術の拠点の形成が
進むなど、質の高い芸術文化が創造・発信されています。また、ＮＰＯ やボ
ランティアが様々な分野で活発に活動し、「新しい公共」の担い手の一つとなっ
て、地域の活性化に貢献しています。さらに、シニア世代が知識、経験、技能
を発揮し、企業や地域等で活躍するとともに、男女がともに個性と能力を十分
に発揮できる機会が確保され、女性の社会参加が進んでいます。

●富山の誇る自然、歴史・文化などが守られ、これらを活かした地域づくりや森
づくりが行われるなど、豊かで魅力のあるふるさとが創られています。こうし
た魅力ある地域での暮らしに関心を持ち、大都市圏など県外から定住、半定住
をする人が増えています。

未　来
とやま
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●地域の保健・医療・福祉に携わる医師、看護職員、介護従事者などのマンパワー
が確保され、住み慣れた地域において、質の高い医療サービスや福祉サービス
を受ける体制が整っています。また、健康づくりへの関心が高まり、がんをは
じめとする生活習慣病による死亡率が低下しているとともに、様々な疾病に対
する予防対策が充実しており、多くの人が心身ともに健康な生活を送り、健康
寿命も伸びています。地域では、共生型福祉拠点である「富山型デイサービス」
がさらに広がりを見せているなど、誰もが自立し、互いを尊重して共に支え合
う共生社会が形成されています。

●多くの県民が気軽にスポーツに親しむことができ、運動習慣が定着しています。
また、スポーツ選手の育成、強化が進められ、多くの本県選手が全国や世界の
檜舞台で活躍しています。

●人と自然が共生し、豊かで美しい自然環境が保全されるとともに、空気、水が
きれいで健康的な生活環境が確保されています。多くの県民の環境意識が高ま
り、廃棄物の発生抑制や再利用など、エコライフを実践しています。また、高
低差の大きい地形や全国に誇る包蔵水力を活かした小水力発電など再生可能エ
ネルギーの導入・活用が盛んに行われてエネルギー源の多様化が進んでおり、
安定したエネルギー需給により、県民生活や産業経済活動が安心して営まれて
います。

●火災や自然災害などへの十分な備えが整えられており、特に、地震・津波災害
や原子力災害への対策も充実しています。さらに、犯罪や交通事故等の少ない
安全なまちづくりが地域ぐるみで行われるなど、県民の貴重な生命・財産が守
られ、安全・安心な暮らしが確保されており、「日本一安全・安心な県」とし
ての評価も高まっています。

●県民の身近な足として、公共交通ネットワークが十分利用されているとともに、
高齢者や障害者にもやさしい、バリアのないまちが形成されています。

安　心
とやま
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県政運営の基本姿勢第5章

1 オープンでわかりやすい県政

2 県民の自立と幸せを重視する県政

3 スピード重視の県政

■県民が主役の県づくりを進めていくためには、
県民をはじめ様々な主体が県づくりに参画できる
開かれた県政を推進することが重要です。
■このため、タウンミーティングなど様々な機会
を通じて、知事が直接県民と対話し、共感しなが
ら、ニーズの的確な把握に努め、できるだけその

意向を県政に反映していきます。
■また、公正・透明な県政を実現するため、情報
公開を徹底するとともに、県の取組み状況や考え
方を広報誌やホームページ等でわかりやすく説明
するなど、県民への広報公聴活動を積極的に行っ
ていきます。

■各施策によって県民生活に具体的にどのような
効果が生まれるのかを、県民の目線に立ってしっ
かりと評価し、県民の自立と幸せの充実への寄与
度の大きい施策を重視する県政を進めていきま
す。

■また、多様化する重要課題に対して、県民、Ｎ
ＰＯ、企業の皆さんなどの自主的な取組みと連携・
協力し、それぞれの知恵とエネルギーを結集して
その解決に取り組みます。

■社会経済情勢が大きく変化するなかで、複雑・
多様化する県民ニーズに対して迅速かつ的確に対
応していきます。
■とりわけ、災害対応や暮らしの安全・安心など、

待ったなしの対応が求められる重要課題について
は、知事を先頭に、迅速に意思決定等を行い、総
合的かつスピーディに対応できる県政を進めてい
きます。

　計画に基づく県づくりを着実に進めるとともに、新しい時代に適応した政策の展開を図るため、県では、
以下の基本姿勢で県政運営を進めていきます。

1 オープンでわかりやすい県政

2 県民の自立と幸せを重視する県政

3 スピード重視の県政

4 現場重視で効率的な県政

5 市町村、地域の自立と支援

6 「とやまから日本を変える」改革と創造
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4 現場重視で効率的な県政

5 市町村、地域の自立と支援

6 「とやまから日本を変える」改革と創造

■厳しい財政状況のなかで、県民ニーズに即した
行政サービスを提供するため、県民生活の「現場」
に職員自ら足を運んで課題の把握に努めます。
■こうした現場の声を予算編成や行政改革等に活

かし、施策の選択と集中、事業の合理化、職員の
意識改革などに取り組み、効率的で実効性のある
行政運営を進めます。

■広域自治体である県は、自らの広域的機能の一
層の充実を図るとともに、魅力ある地域づくりに
向けた市町村や地域住民の主体的な取組み、広域
にまたがる住民の生活圏に立脚した市町村間の連
携を支援します。

■また、県と市町村が適切な役割分担のもとに、
相互に連携協力しながら、県全体として一体感の
ある効率的かつ効果的な質の高い行政を進めてい
きます。

■県民生活の現状や将来展望を踏まえ、とやまの
未来を切り拓くための新たな政策の企画立案・実
行に邁進することはもとより、様々な機会・手段
を通じて、国に対し、県民の自立と幸せ、県勢発
展のための政策提言や要望を積極的に行い、国全
体の制度や政策について改革を求めていきます。

■また、東日本大震災の教訓を活かした新しい日
本社会の構築が進められるなかで、本県としても
これに積極的に貢献するとともに、富山県から日
本を変える気概を持って、これからの時代にふさ
わしい新しい県づくりに取り組んでいきます。
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1 計画の実効性の確保

1. マネジメントシステム活用による
実効性確保

■県では、「元気とやま創造計画」の策定とともに、
計画の実効性を確保するためのマネジメントシス
テムを確立させ、ＰＤＣＡサイクルによる政策目
標の達成状況の継続的な検証や必要に応じた施策
の見直しを行ってきました。
■この計画の推進にあたっても、計画、実行、評
価、改善のＰＤＣＡサイクルによる現在のマネジ
メントシステムを踏襲して計画の実効性を確保し
ていきます。評価方法などマネジメントシステム

については、より効果的、効率的な手法となるよ
う、必要に応じて改善を行っていきます。

2. 計画の弾力的な推進、見直し

■計画に掲げた政策については、マネジメントシ
ステムなどによって評価及び必要に応じた改善等
を行いながら、社会経済情勢の変化にも柔軟に対
応した取組みを展開していきます。また、計画策
定後において、社会経済情勢が大きく変化した場
合には、必要に応じて弾力的に計画を見直すこと
とします。

計画の実効性の確保と推進第6章

行政運営の
マネジメント
サイクル

企画立案

P l a n

改　　善

A c t i o n

実　　施

D o

評　　価

C h e c k
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2 計画の推進
■本計画の推進にあたっては、県や市町村といっ
た行政のみならず、地域の団体やＮＰＯ、企業、
そして一人ひとりの県民など様々な主体が、それ
ぞれの個性や特徴に応じた役割をしっかりと担
い、知恵とエネルギーを結集して、「全員参加」に
より取組みを進めていく必要があります。

■また、地方分権の時代のなかで、広域自治体
である県と住民に身近な基礎自治体である市町村
は、適切な役割分担のもと連携・協働を一層深め
るとともに、県域を越えた課題に対しては、他の
自治体・地域と積極的に広域的連携を進め、とも
に発展していくことを目指していきます。

●県づくりの主役
●各自でできることは自らの努力で行う
●自立の心を持つとともに、社会的役割を自覚し、様々な分野
で自らの能力や可能性を最大限に発揮

●思いやり、助け合いの精神を育み、地域社会の一員として、
地域のための様々な活動に主体的に参加・協力　など

県　民

環日本海・アジアの各国・地域など

●自らの事業活動の展開を通じ、多様
なモノ・サービスの提供や地域の雇
用の創出を行い、地域の経済・社会
の持続的な発展、豊かな県民生活の
実現に貢献

●地域社会の一員として、他の主体と
協働した取組みや従業員の社会貢献
活動の支援等を通じ、積極的な地域
貢献を展開　など

企 業 ・ 事 業 者

● 各団体の目的や特徴に応じ、地域
ニーズに対応したきめ細かなサービ
スを提供 

●地域づくり、社会貢献などのための
県民等の参画・協働の「場」

●共通の課題等に対するネットワーク
の形成、地域の絆の形成等を通じ、
地域社会づくりを推進　など

地域の団体、NPOなど

各主体が役割を担い、総力を結集した県づくり

知恵と
エネルギーの

結集

県域を越えた広域的連携

県民が将来に夢と希望を
持っていきいきと働き、
安心して暮らせる富山県
の実現！の実現！

●快適な県民生活、地域の発展を支えるための基礎的な基盤、環境の整備
●県民等の活動に必要な支援　など

行　政

連携・協働

●広域的な行政サービスを
展開（社会資本整備、産
業・雇用政策、教育、防災、
環境保全　等）

県

●基礎自治体として、住民に
密接な行政サービスを展
開（福祉、消防、義務教育、
まちづくり、水道　等）

市町 村

他県・他市町村など
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1. 県民の参画と協働

■少子高齢化の進展やライフスタイルの変化等に
より、県政の課題や県民のニーズは多様化・複雑
化してきていますが、一方で、本県の財政を取り
巻く環境は厳しさを増しています。
　これからの県づくりにあたっては、県、市町村、
地域の団体やＮＰＯ、企業、そして県づくりの主
役である県民一人ひとりが、自らの役割を認識し
つつ、積極的に参画することが不可欠です。
■また、本県では、これまでも自治振興会、老人
クラブ等の地域的な団体や消防団の活動などが大
変活発に行われてきましたが、急速に進む少子高
齢化・人口減少や東日本大震災の発生等を踏まえ、
あらためて人と人がつながる地域コミュニティの
役割の重要性が認識されています。
　県民の参画はもとより、地域の支え合いや、様々
な主体が公共の担い手となる「新しい公共」など、
地域社会における優れた基盤を大いに活かした
「共助」の果たす役割への期待も高まっています。
■このため、本計画の推進にあたっては、県民等
とのパートナーシップにより、県民各自でできる
ことを自らの努力で行う「自助」、地域住民同士の
助け合いや、住民、企業、団体、行政など様々な
主体が協働して行う「共助」、これらを補完する形
で行政が行う「公助」を、それぞれの課題・ニーズ
に応じて適切に組み合わせて対応していくことが
重要であり、こうした県内の各々の主体の持つ力
を幅広く結集しながら、総合的な地域力を発揮す
る県づくりを行っていきます。
■この計画の「基本計画編」では、それぞれの基
本政策ごとに、県が取り組む主要施策を記載する
とともに、県民をはじめ、ＮＰＯ、企業など地域
社会を構成する主体に期待する役割を明示し、互
いに力を出し合い、協働しながら目標の達成に取
り組むこととしています。

2. 市町村との連携等

■本格的な少子高齢化・人口減少時代やさらなる
地方分権の時代を迎えるにあたり、住民に最も身
近な基礎自治体である市町村は、独自の創意工夫
による地域づくりや多様化した住民ニーズへの対
応など、これまで以上に重要な役割を果たすこと
が求められています。

■市町村は基礎的自治体として、福祉や消防、義
務教育、まちづくり、水道、一般廃棄物処理な
ど、住民に密接なサービスを一層充実していく一
方で、県は、広域自治体として産業政策や雇用の
確保、広域的な社会資本整備、教育等の人づくり、
環境保全や防災対策といった広域的な行政を担う
とともに、適切に市町村を支援、補完する形で、
互いに連携協力しながら、県づくりを進めていく
必要があります。特に、医療提供体制や並行在来
線の問題など、県と関係市町村との緊密な連携の
もとで進めなければならない重要政策課題も、近
年、多く生じています。
■この計画の推進にあたっては、どのようにした
ら県民生活に最大限の成果をもたらすことができ
るか、また、各地域の特色、魅力をいかに発揮さ
せて県全体としてバランスのとれた発展を図って
いくかという視点に立ちつつ、分権型社会を共に
担っていく地方自治体として県と市町村が適切に
役割分担を図り、互いに連携・協働しながら、政
策目標の達成に向けて取り組んでいきます。

3. 県境を越えた広域的連携

■本県は、環日本海の中央部に位置し、三大都市
圏とほぼ等距離にあるなど、地理的優位性を有し
ています。また、日本海側随一の工業集積を持ち、
豊かな自然、清らかな水、伝統文化など多彩な魅
力を有するとともに、地震等の自然災害や火災・
犯罪が全国的にも少ない安全な県であり、日本の
発展をリードする大きなポテンシャルを秘めてい
ます。
■一方で、経済活動や人的交流が県境や国境を越
えて活発になる中で、行政においても様々な課題
に対して、周辺自治体等と協力関係を築き、各々
の個性を活用・連携させながら広域的な取組みを
展開していくことが求められています。
■本県では、これまでも観光圏などの広域観光の
推進、北陸新幹線に関する諸課題への対応、ほく
りく健康創造クラスターなどの先端的な研究開発
の取組み、環日本海地域における環境問題への対
応など、周辺の県や環日本海沿岸諸国との連携を
図りながら取組みを進めてきましたが、東日本大
震災の発生に伴う被災地の復興支援や地震災害・
原子力災害等への対策など、これまで以上に近隣
県等と協力しながら取り組むべき重要な課題も生
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じています。
■また、この大震災により、国全体としてのリス
ク分散やバックアップ体制の必要性の観点から、
あらためて日本海側の機能充実の重要性が認識さ
れているところです。
■このため、この計画の推進にあたっては、引
き続き、富山県の優れた基盤を活かしつつ、近隣
県はもとより、中部圏や日本海側沿岸県、環日本
海・アジア地域などと、県境や国境を越えたネッ
トワークを形成・強化し、各分野での広域的な取
組みを充実するなど連携協力を進めて、ともに発
展・共存していくことを目指していきます。
■また、地方分権や社会保障制度などの国政の改
革にあたっては、地方の声を十分に反映させる必

要があることから、全国知事会等との連携のもと、
地方が結束し、地方の立場からの提言等を国に対
してしっかりと行っていきます。
■なお、広域行政課題への対応に関連して、道州
制の導入に関する議論もあるところですが、これ
については、中央政府を含めて国の形をどのよう
にするのか、道州間の税財政調整制度をどうつく
るのか、また、住民との距離が遠くなるといった
住民自治の観点からの問題をどのように考えるの
かなど、導入のメリット・デメリットを十分に検
討し、国民的な議論を行っていく必要があり、こ
うした議論の推移に応じて適切に対応していきま
す。

市町村、県、国の役割

地方自治体…住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施

住民に身近な行政はできる限り
地方公共団体に委ねる。

●地域社会の状況や住民ニーズを最も
把握しうる、身近な基礎自治体とし
て、地域のニーズに応じた行政サー
ビスを展開。

※地方公共団体が処理する事務のうち、県
が処理するとされているものを除く事務
を処理する。

市町村の役割

●国際社会における国家としての存立に
かかわる事務（司法、外交、通貨など）

●全国的な視点に立って行われなければ
ならない施策及び事業の実施

など、国が本来果たすべき役割を重点的に
担う。

国の役割

●広域自治体として以下の役割を担う。
① 政策の対象や効果が広く県域にわたる
事務の実施。

②市町村に関する連絡調整
③ 市町村の補完（その規模又は性質にお
いて一般の市町村が処理することが
適当でないもの（高度、専門的知識を
要するものなど））

県 の 役 割

※地方自治法第1条の2、第2条の規定を踏まえて整理したもの。

適切な役割分担のもと、
連携・協働
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